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第1章  計画の概要 

 1.1  計画 策 定の目的  

本市では，平成３０年３月に策定した「第６次宇都宮市総合計画」に掲げる「交通の未来

都市」の実現を図るため，誰もが安心して快適に移動できる総合的な交通ネットワークを構

築するとともに，まちづくりと一体となった交通施策を戦略的に推進するため，平成 31 年

3 月に「第２次宇都宮都市交通戦略」を策定しました。 

その後，この計画に基づき，ライトラインをはじめとした公共交通ネットワークの構築や道

路空間の整備等の「つくる」取組，交通手段間の乗り継ぎ拠点となるトランジットセンターの

整備や地域連携 IC カード「totra」の導入等の「つなぐ」取組など，「NCC（ネットワーク型

コンパクトシティ）」形成を支えるネットワークや利用環境を「整備する」視点で取組を進め，

令和５年８月のライトライン開業，バス路線再編によって，本市の交通を取り巻く環境が「つ

くる」から「つかう」ステージに移行しているところです。 

一方，計画策定後は，「人口減少・少子超高齢化の進行」や「デジタル化の急速な進展」，

「脱炭素社会構築に向けた要請の高まり」，「新型コロナウイルス感染症等による人々の価

値観等の変容」などの時代潮流の変化もみられます。 

こうした状況に的確に対応し，令和５年２月に策定した「第６次宇都宮市総合計画 改定

基本計画（後期基本計画）」に掲げる目指すまちの姿「子どもから高齢者まで，誰もが豊か

で便利に安心して暮らすことができ，夢や希望がかなうまち『スーパースマートシティ』」の実

現を図るため，「第２次宇都宮都市交通戦略」の見直しを行い，「第２次宇都宮都市交通戦

略（後期計画）」を策定するものです。 
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 1.2  計画 の位 置づけ 

「第２次宇都宮都市交通戦略（後期計画）」は，令和５年２月に策定した「第６次宇都宮市

総合計画（後期計画）」に掲げる，本市の目指すまち「スーパースマートシティ」の基盤となる

ＮＣＣの着実な形成に向け，本市の交通施策のマスタープランとして，関連計画等と連携を

図りながら，誰もが安心して快適に移動できる総合的な交通ネットワークを構築するととも

に，まちづくりと一体となった交通施策を戦略的に推進するための指針とするものです。 

 

■ 第２次宇都宮都市交通戦略（後期計画）の位置づけ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 1.3  計画 期 間  

第２次宇都宮都市交通戦略は，令和１０年度を計画年次とし，令和元年度から令和１０年

度までの１０年間を計画期間としています。 

第２次宇都宮都市交通戦略（後期計画）の計画期間は，令和６年度から令和 10 年度の

５年間とします。 
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第2章  本市交通の現状 

 2.1  前期 計 画の取組 状 況  

「第 2 次宇都宮都市交通戦略（前期計画）」においては，基本理念を『街がつながり人が

つながる，暮らしが変わる「交通未来都市うつのみや」』として，４つの基本方針並びにこれ

らに基づく施策・目標指標を設定し，取り組んできたところです。 

前期計画において設定した目標指標については，一部達成できていない目標指標もあり，

引き続き，公共交通の充実や利便性の向上，幹線道路の整備などに取り組んでいく必要が

あります。 

 

  (1)  前期計画の方針及び目標 

■ 前回計画の骨子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 基本方針と基本施策 】

【 基本理念】

街がつながり人がつながる，暮らしが変わる
「交通未来都市うつのみや」

最新の科学技術を活用して交通を発展させる
新たな移動サービスを活用して交通を充実させる
広域的な交通ネットワークを充実させる

【基本方針４】交通の利用を「ひろげる」

【 目標指標】

多様な公共交通を充実させる
公共交通や自動車が円滑に通行できる幹線道路等を整備する
自転車や歩行者が快適に移動できる環境を整備する

【基本方針１】 多様な交通手段を「つくる」

多様な交通手段の乗り換え施設を整備する
他の交通手段への乗り換えを円滑にする

【基本方針２】交通手段と交通手段を「つなぐ」

○公共交通夜間人口カバー率
○都市計画道路の整備率
○自転車走行空間の整備延長

公共交通をより便利で快適にする
公共交通に関する案内情報を充実させる
安全・安心な交通環境を整備する
自家用車から公共交通への移動手段を転換する

【基本方針３】状況に応じて適切に交通手段を「つかう」
○公共交通の年間利用者数
○交通に関する市民満足度
○人にやさしいバスの導入率

過度に自動車へ依存した状態から自動車と公共交通などを適切に使い分けするライフスタイルへの転換を図
ることとし，交通ネットワークでまちとまちをつなぎ，そこに住む人々や来訪者などの活発な交流を促進し，魅
力と活気にあふれた潤いのある暮らしを創出します。

○都心部と各拠点間の公共交
通の移動時間

○都心部と各拠点間の公共交
通の運賃負担

○ICカードの運賃支払い割合

交流人口（ 観光入込客数） 
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■ 10 年後の都市交通の姿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０年後の都市交通の姿を以下のように設定しました。 

 【市全域（10 年後の都市交通の姿）】 

○都市機能誘導区域は 

「公共交通＋徒歩」を優先 

【低密なエリア】 

○自転車や自動車などを適切に利用 

（自動車は将来的に自動運転化） 

【交通ネットワークの概念図】 
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■ 具体的な施策事業  

 

基本方針 基本施策 施策・事業 重点 

１ 多様な交

通手段を「つ

くる」 

  多様な公

共交通を充実

させる 

①ＬＲＴの導入 ◎ 

②バス路線の充実 ◎ 

③地域内交通の充実  

④市街地部における生活交通の確保 ◎ 

  公共交通

や自動車が円

滑に通行でき

る幹線道路等

を整備する 

①都市計画道路の整備 ◎ 

②スマートインターチェンジの整備 ◎ 

  自転車や

歩行者が快適

に移動できる

環境を整備す

る 

①自転車走行空間や歩行空間の整備 ◎ 

②シェアサイクルの充実 ◎ 

２ 交通手段

と交通手段

を「つなぐ」 

  多様な交

通手段の乗り

換え施設を整

備する 

①トランジットセンターの整備 ◎ 

②鉄道駅周辺の交通環境の整備  

③バスと地域内交通の乗り継ぎポイントの整備  

④パーク＆ライド施設の整備  

⑤サイクル＆ライド用駐輪場の整備  

  他の交通

手段への乗り

換えを円滑に

する 

①公共交通の運賃負担の軽減 ◎ 

②乗り継ぎに配慮した運行ダイヤの編成  

③交通ＩＣカードの導入 ◎ 

３ 状況に応

じて適切に

交通手段を

「つかう」 

  公共交通

をより便利で

快適にする 

①バスの定時性・速達性の向上 ◎ 

②バスの運行時間帯の拡大  

③公共交通の運賃負担の軽減【再掲】 ◎ 

④企画乗車券の充実  

⑤バスの待合環境の整備 ◎ 

 

 

 

目標達成のための具体的な施策事業は以下のように設定しました。 
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基本方針 基本施策 施策・事業 重点 

３ 状況に

応じて適切

に交通手段

を「つかう」 

  公共交通

をより便利で

快適にする 

①バスの定時性・速達性の向上 ◎ 

②バスの運行時間帯の拡大  

③公共交通の運賃負担の軽減【再掲】 ◎ 

④企画乗車券の充実【再掲】  

⑤バスの待合環境の整備 ◎ 

  公共交通

に関する案内

情報を充実さ

せる 

①公共交通の案内情報の提供  

②バスの運行情報の提供 ◎ 

③公共交通の案内サインの充実 ◎ 

④バスの方面別系統番号の導入  

  安全・安心

な交通環境を

整備する 

①ノンステップバスやＵＤタクシーの導入推進  

②交通施設のバリアフリー化の推進 ◎ 

③交通安全に関する市民意識啓発の推進  

  自動車から

公共交通へ移

動手段を転換

する 

①モビリティ・マネジメント施策の推進 ◎ 

②公共交通の「おもてなし」の向上  

４ 交通の

利用を「ひ

ろげる」 

  最新の科

学技術を活用

して交通を発

展させる 

①自動運転や安全運転支援装置の公共交通への

活用 

 

②バス・タクシーへのゼロエミッション車の導入推

進 

◎ 

③トランジットセンター周辺の低炭素化の推進  

  新たな移

動サービスを

活用して交通

を充実させる 

①公共交通と連携したカーシェアリングの導入  

②シェアサイクルの充実【再掲】  

  広域的な

交通ネットワー

クを充実させ

る 

①ＬＲＴの導入【再掲】 ◎ 

②広域バス路線の充実 ◎ 

③トランジットセンターの整備【再掲】 ◎ 

④スマートインターチェンジの整備【再掲】 ◎ 

⑤周辺市町と連携した交通施策の推進 ◎ 

 

 

 



第
２
章 

 

本
市
交
通
の
現
状 

 

7 
 

  (2)  目標の達成状況 

前計画におけるこれまでの取組に対する評価を，目標指標の達成状況により実施します。 

 

■ 目標指標の状況一覧  

 

基本方針 評価指標 
計 画 策 定 時  

（平 成 ２９年 度 ）  

現況値 

（令 和 ４年 度 ） 

目標値 

（令 和 １０年 度 ）  
状況 

１ 多 様 な

交 通 手 段 を

「つくる」 

公 共 交 通 夜 間 人 口  

カバー率  
８９．８％ ９０．８％ １００％ 

着 実 に進 捗  

都 市 計 画 道 路 の 

整 備 率  ７１．２％  

７１．８％ 

※７２．６％ 

（令 和 ３年 度 ）  

７２．７％ 

（令 和 ４年 度 ）  

着 実 に進 捗  

自 転 車 走 行 空 間 の 

整 備 延 長  ４０．０ｋｍ ６５．７ｋｍ 
７２．１ｋｍ 

（令 和 ４年 度 ）  

令 和 ４年 度 時 点 の目 標

値 の約 ９割 を達 成 し，着

実 に整 備 を進 めている。 

２ 交 通 手

段 と交 通 手

段 を「つな

ぐ」 

都 心 部 と各 拠 点 間 の公

共 交 通 による移 動 時 間  平 均 ４７分  平 均 ５３分  平 均 ３１分  

新 型 コロナウイルス感 染

症 の影 響 による減 便 によ

って待 ち時 間 が増 加  

都 心 部 と各 拠 点 間 の公

共 交 通 の運 賃 負 担  
最 大 ８００円  最 大 ４００円  

最 大 ５００円  

以 下  

達 成  

交 通 ＩＣカードによる運

賃 支 払 いの割 合  
未 導 入  ８２．４％ ９０．０％ 

着 実 に進 捗  

３  状 況 に

応 じ て 適 切

に交 通 手 段

を「つかう」 

公 共 交 通 の 

年 間 利 用 者 数  
３，３５３万 人  

（平 成 ２８年 度 ）  

２，５０７万 人  

（令 和 ３年 度 ）  
３，６００万 人  

進 捗 していたものの，新

型 コロナウイルス感 染 症

の影 響 により減 少  

交 通 での移 動 に関 する

市 民 満 足 指 標  

①公 共 交 通 ＮＷの充 実  

②道 路 ＮＷの充 実  

③自 転 車 のまち宇 都 宮

の推 進  

①２５．１％ 

②３９．１％ 

③２６．１％ 

①２４．０％ 

②２９．６％ 

③２２．１％ 

①３８．４％ 

②５２．４％ 

③３９．９％ 

策 定 時 に比 べ減 少  

人 にやさしいバスの 

導 入 率  
５３．２％ ６６．５％ ７７．6％ 

着 実 に進 捗  

４  交 通 の

利 用 を 「 ひ

ろげる」 

交 流 人 口  

（観 光 入 込 客 数 ） １，４９９万 人  １，０７８万 人  
１，５５０万 人  

（令 和 ４年 度 ）  

進 捗 していたものの，新

型 コロナウイルス感 染 症

の影 響 により減 少  

※平成２９年度の計画延長に基づく整備率 

現況（令和４年度実績）における目標指標の状況は下表に示す通りです。 
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  ①  【基本方針１：多様な交通手段を「つくる」】の評価 

■ 公共交通夜間人口カバー率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 都市計画道路の整備率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 自転車走行空間の整備延長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・市 街 地 部 で地 域 内 交 通 が導

入 されるなど，公 共 交 通 ネッ

トワークの構 築 に取 り組 んで

いるため少しずつ進捗してい

ます。 

・今後，ライトライン開業と合わ

せたバス路 線 再 編 実 施 や地

域 内 交 通 の導 入 地 区 の拡 大

により，さらにカバー率 が向

上することが想定されます。 

・産業通りや国道１１９号（宇都

宮環状北道路）などの整備完

了 により，順 調 に進 捗 してい

ます。 

・引 き続 き，ＮＣＣ形 成 の観 点

などから拠 点 間 を結 ぶ道 路

や交通結節点にアクセスする

道 路 など，優 先 順 位 をつけ，

整備を進めていきます。 

・令 和 ４年 度 時 点 の目 標 値 の

約 ９割 を達 成し，着実 に整 備

を進めています。 

・令和 3 年度に策定した「第２

次 自 転 車 ネットワーク計 画 」

に基づき，目標値の見直しを

行った上で，引き続き整備を

推進します。 

〔公共交通の夜間人口カバー率〕 

〔都市計画道路の整備率〕 

〔自転車走行空間の整備延長〕 
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  ②  【交通手段と交通手段を「つなぐ」】の評価 

■ 都心部と各拠点間の公共交通による移動時間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 都心部と各拠点間の公共交通の運賃負担  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 交通ＩＣカードによる運賃支払いの割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・新型 コロナウイルス感染症の

影 響 等 によ る鉄 道 やバス の

運行本数の減少により，基準

年と比較し，移動時間が増加

しています。 

・ライトライン開 業 やバス路 線

再 編 により，東 部 エリアにお

ける移 動 時 間 の短 縮 が想 定

されます。 

・令 和 ３年 度 に，日 中 のバス１

乗 車 あたり上 限 ４００円 以 内

とする「上 限 運 賃 制 度 」を導

入 したことにより，目 標 を達

成しています。 

・さらなる運 賃 負 担 軽 減 に向

け ， 「市 内 の ど こから 乗 っ て

も，どこまでも行っても実質５

００円 以 内 」の実 現 に向 けて

取組みを進めていきます。 

・ＩＣカードによるバスの運賃支

払割 合は８割となっているも

のの，地域内交通における運

賃 支 払 い割 合 は２割 程 度 の

状況です。 

・ 引 き 続 き 「 乗 り 継 ぎ 割 引 制

度 」 な ど 地 域 連 携 Ｉ Ｃ カ ー ド

「totra」の利 便 性 について，

周知を図っていきます。 

〔都心部と各拠点間の公共交通による移動時間〕 

〔都心部と各拠点間の公共交通の運賃負担〕 

〔交通ＩＣカードによる運賃支払いの割合〕 
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  ③  【状況に応じて適切に交通手段を「つかう」】の評価 

■ 公共交通の年間利用者数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 交通での移動に関する市民満足指標  
①公共交通ＮＷの充実  
②道路ＮＷの充実  
③自転車のまち宇都宮の推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公 共 交 通 の年 間 利 用 者 数 に

ついて，コロナ禍 以 前 は，景

気動向に加えて，公共交通ネ

ットワークの充 実 や各 種 モビ

リティ・マネジメント事業 など

に取 り組 んできたことから微

増傾向でした。 

・コロナの流 行 による，外 出 自

粛等の影響により，利用者数

は大 きく減 少 したところです

が，行 動 制 限 の緩 和 に加 え，

宇 都 宮 市 において公 共 交 通

機関における感染症対策や，

「バスの上 限 運 賃 制 度 」など

の運 賃 負 担 軽 減 策 に取 り組

んできたこともあり，直 近 で

は回復傾向にあります。 

・地域内交通は，鉄道やバスと

比 べ，コロナの流 行 時期 にお

いても，日常生活 に欠かせな

い移動手 段として利用され，

若 干 の減 少 に 留 ま って いま

す。 

・計 画 策 定 当 初 に比 べ，各 満

足 指 標 は低 下 している状 況

にあります。 

・アンケート回 答 者 の内 ，大 半

が中年層，高齢層が占めてい

る状況などから，評価指標の

見直しについても今後検討が

必要と考えられます。 

36,000 

〔公共交通の年間利用者数〕 

〔地域内公共交通の年間利用者数〕 

〔交通での移動に関する市民満足指標〕 

■ 公共交通ネットワークの充実 

■ 道路ネットワークの充実 

■ 自転車の町の推進 
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■ 人にやさしいバスの導入率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ④  【交通の利用を「ひろげる」】の評価 

■ 交流人口（観光入込客数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・毎 年 ，ノンステップバスの導

入 を進 めており，バス総 数 は

減 少 しているものの，内 訳 に

占 めるノンステップバスの割

合は増加しています。 

・新型 コロナウイルス感染症の

流 行 に伴 う外 出 自 粛 等 の影

響 により，利 用 者 数 は大 きく

減少したものの，現在は回復

傾向にあります。 

・令 和 ４年 度 に策 定 した「第 ３

次宇都宮市観光振興プラン」

の内 容 などを踏 まえながら，

評価指標の見直しを行うこと

が望まれます。 

〔人にやさしいバスの導入率〕 

〔交流人口（観光入込客数）〕 
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 2.2  NCC 形 成の状況  

  (1)  公共交通ネットワークの形成状況  

  ①  カバー圏域 

令和５年８月のライトライン開業や路線バスの再編のほか，地域内交通の導入等により，

公共交通のカバー圏域は拡大傾向にあり，令和５年 8 月時点で 91.4%に達しています。 

 

■ 公共交通空白地区と人口分布の重ね合わせ 
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  ②  各地域拠点における運行サービスの状況  

ＮＣＣ形成に向けて，60 本/1 日以上のバスまたはライトラインのサービス水準の確保を

目指して取組を進めていますが，篠井，国本，横川，上河内，河内地区の区間ではサービス

水準が確保できていない状況です。 

平成 30 年時点と比較した場合，路線バスの運行本数は全体的に減少傾向にあります

が，ライトラインの開業により平石地区，清原地区の運行サービスが向上しています。 

 

■ 各地域拠点における運行本数（令和５年８月末時点） 

 

  

※令和 5 年 8 月末現在における運行本数を事業者 HP よりカウント 
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  (2)  公共交通による日常生活の支援  

  ①  医療施設へのアクセス性 

市内各地から済生会宇都宮病院（三次医療施設）への公共交通によるアクセスをみると，

バスネットワークが宇都宮駅を中心に放射状に整備されていることから，西部・東部地域で

アクセス性が悪い傾向がみられます。また，二次医療施設へのアクセスをみると，東部地域

ではライトライン開業により改善傾向にあるものの，アクセス性が悪い傾向がみられます。 

 

■ 目的地施設までの公共交通所要時間（医療施設） 

 

済生会宇都宮病院 二次医療施設 
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  ②  商業施設へのアクセス性 

市内各地からベルモールへの公共交通によるアクセスをみると，施設周辺地域を除きア

クセス性が悪い傾向がみられます。また，中心市街地（宇都宮駅）へのアクセスをみると，宇

都宮駅からバスネットワークが放射状に整備されているため，各地域のアクセス性の格差は

小さい傾向にあります。 

 

■ 目的地施設までの公共交通所要時間（商業施設） 

 

ベルモール 中心市街地（宇都宮駅） 
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  ③  教育施設（高校） 

市内の各地域別に，通学に 45 分以上を要する市内の県立高校数をみると，市内郊外

部の地域では，市内 10 校のうち過半数の６校以上となっています。また，県立高校への平

均所要時間でみると，中心部周辺を除くほとんどの地域で 50 分以上となっています。 

帰宅においては，部活等を想定するとバスの活用が困難な場合も想定されます。 

 

■ 目的地施設までの公共交通所要時間（高校） 

 

通学に 45 分以上かかる高校数 高校までの平均所要時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※通学時間 45 分は，全国の高校生の平均通学時間をもとに設定 

・国民生活時間調査（平成 27 年）：高校生の平均通学時間 93 分（往復） 

・社会生活基本調査（平成 28 年）：高校生の平均通学時間 90 分（往復） 

通学に 45 分以上

かかる学校数 
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  (3)  道路ネットワークの整備 

自動車はもとより，バス路線や地域内交通などの公共交通による移動を円滑にするため，

都市の骨格を形成する 3 環状 12 放射道路の整備を推進しています。 

その他，（仮称）大谷スマート IC の整備に向けた関連業務を進めています。 

 

■ 3 環状 12 放射道路網  

 

 

  

出典）  宇都宮市都市計画マスタープラン 

都市計画道路 3・3・105 号（産業通り） 
全線開通 令和２年１０月 

国道１１９号（宇都宮環状北道路） 
立体完成 令和４年７月 



第
２
章 

 

本
市
交
通
の
現
状 

 

18 
 

  (4)  自転車ネットワークの整備 

拠点間を結ぶ幹線ネットワークや拠点内を移動する地域ネットワーク，周辺市町を結ぶ

広域ネットワークにより構成される自転車ネットワークの整備に取り組んでいます。 

市道については，令和１２年度までに整備する「優先整備路線」として５４路線を選定し，

計画的な整備を進めています。 

 

■ 自転車ネットワーク（全域） 

 〔自転車走行空間の整備例〕 

自転車専用通行帯 矢羽根型路面表示 

自転車走行空間 

の整備延長 

・現状（令和 4 年）  

      65.7km 

・目標（令和 12 年） 

123.3km 
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  (5)  公共交通利用促進運動「Move Next Utsunomiya」の推進 

市内イベントと連携した公共交通 PR や，市内在住の中学高校生相当世代への「ｔｏｔｒａ」

配布，エコ通勤優良事業者の募集など，多様な利用者へのモビリティ・マネジメントなどを

実施しています。 

 

■ 公共交通利用促進運動「Move Next Utsunomiya」の実施  

 

  

公共交通促進運動に伴う，ポスター，動画作成，

周遊企画の実施 
中高生相当世代への「ｔｏｔｒａ」配布 

全戸配布パンフレット 
（令和 4 年度実施約 24 万部） 

エコ通勤優良事業者の募集，参加企業名を掲載した

ラッピングバス 
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 2.3  時代 潮 流の変化 と現状  

  (1)  人口・世帯  

  ①  人口推移・世帯構成の変化 

人口は減少傾向にあり，特に平成 28 年度以降大きく減少傾向にあります。その主要因

は自然減であり，社会増減については令和 3 年度に減少に転じています。 

世帯構成については，夫婦と子供からなる 2 世代同居が減少傾向にある一方，単独世

帯が増加傾向にあります。少子高齢化の進展により，この傾向は今後も継続することが想

定され，送迎など世帯内での支え合いによる生活の維持が次第に難しくなることが推測さ

れます。 

 

■ 人口推移・世帯構成の変化  

 

  

28.3% 30.4% 34.1% 33.8% 38.7%

17.3%
18.4%

18.5% 20.2%
19.2%33.0%

30.5%
28.0% 28.1%

25.7%
7.4%

7.9%
8.1%

8.4%
8.3%

14.0%
12.9%

11.3%
9.5%

8.1%

180,311
194,051

210,240 217,163
230,546

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

世
帯
数

単独世帯 夫婦のみの世帯

夫婦と子どもからなる世帯 ひとり親と子ともからなる世帯

その他の世帯 計

出典） RESAS（地域経済分析システム） 
（原典：総務省「住民基本台帳に基づく人口，人口動態及び 
世帯数調査」再編加工） 

人口の自然増減・社会増減 

出典）国勢調査 
（令和２年国勢調査人口等基本集計結果報告書／宇都宮市） 
 

世帯構成の変化 

3,500

自然増減数 社会増減数 人口増減数 

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

-500

-1,000

-1,500

3,500
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  ②  女性・高齢者の社会進出 

少子高齢化と人口減少による生産年齢人口の減少や，多様な人材の活躍の重要性に対

する注目等から，女性・高齢者の社会進出が進んでいます。 

共働き世帯など，多様な層がライフスタイルに合った働き方を実現するため，交通をはじ

め，社会全体での取り組みが求められています。 

 

■ 性別・年齢階級別の労働力率の推移  

 

  

出典）国勢調査（令和２年国勢調査就業状態等基本集計結果報告書／宇都宮市） 
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  (2)  都市空間・交通  

  ①  道路交通需要 

本市の骨格をなす 3 環状 12 放射状道路などの主要道路において，交通量は増加傾向

にある一方，混雑区間は減少していますが，「宇都宮北道路～一般国道 4 号」，「鶴田町周

辺」，「インターパーク周辺」などの一部の区間で混雑度が増加しています。 

平成２７年度以降，産業通りの全線開通や宇都宮北道路高架化など道路整備が進捗し

ています。 

 

■ 本市の主要道路における混雑度の変遷（平成 17 年から平成 27 年）  

 交通量の変化 混雑度の変化 

出典）道路交通センサス 

混雑区間数の変化 
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  ②  中心市街地におけるまちづくり  

中心市街地では，コインパーキングや月極駐車場などの低・未利用地が虫食い状に広が

っている一方で，これらの駐車場の稼働状況は低い状況です。このような低・未利用地の増

加によって，街の魅力や賑わいの低下が懸念されます。 

 

■ 中心市街地の駐車場の利用状況（満車となるコインパーキングの割合） 

 

 

  

出典）宇都宮市 
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  (3)  移動特性  

  ①  通勤・通学流動 

本市は県庁所在地であり，企業や学校が集まっていることから，近隣市町からの通勤・通

学流動が集中（6.5 万人/日）しています。一方で，本市からも近隣市町に流出（5.7 万人/

日）しており，市町境界を越えた都市圏全体での広域的な移動が日常的に行われています。 

通勤・通学圏域は拡大傾向にある一方，近隣市町との間の移動における公共交通分担

率は低い状況にあります。 

 

■ 本市への通勤・通勤率  

 

 

    

出典）国勢調査 

【本市への通勤率】 

【本市への通学率】 
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■ 本市と近隣市町との間の移動における交通手段分担率  

 

 

  ②  今後の移動の動向 

全国地方都市圏では若年層を中心に移動の減少が確認されており，今後，人口の減少

傾向のペースを上回って，移動や公共交通の利用が減少することが懸念されます。 

 

■ 全国地方都市圏の年齢別平均トリップ数の変化  

 

  ③  若者（２０代）の利用交通手段の変化 

全国地方都市圏における若者（２０代）の交通手段分担率の変化をみると，自動車の利

近隣市町との間の移動に

おける公共交通の利用率

の平均値 

 

公共交通（計）： 7.4% 

      鉄道： 6.7% 

      バス： 0.7% 

出典）県央広域都市圏生活行動実態調査 

2.50

2.27

2.28

2.71

2.63

2.57

2.20

1.74

0.93

2.34

2.17

1.97

2.28

2.43

2.37

2.31

2.16

1.12

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

5～9歳

10歳台

20歳台

30歳台

40歳台

50歳台

60歳台

70歳台

80歳以上 H17 H27

出典）平成 27 年全国都市交通特性調査（地方都市圏平日平均値） 

減 少 

増 加 

若い人のトリップ

（外出）が減少 



第
２
章 

 

本
市
交
通
の
現
状 

 

26 
 

用割合は減少傾向にあり，若者の自動車離れの傾向が伺えます。 

 

■ 全国地方都市圏の若者（２０代）の交通手段分担率の変化  

 

 

  ④  送迎の頻度と負担感 

子どもの習い事や高齢家族の通院介護等の場面では，同居家族等による送迎が交通手

段の一つとして機能しています。しかしながら，日常的に送迎活動を行っているケースがあ

ることや，送迎の負担を一定感じていることが確認されており，被送迎者の気兼ねによる

外出の抑制等が生じる可能性もあります。 

 

■ 目的別の送迎の頻度と負担感  

 

  ⑤  移動制約が大きい層の移動実態（子育て世代） 

未就学児数は減少傾向にあるものの，６歳未満の就学前児童がいる世帯の９割が核家

出典）平成 27 年全国都市交通特性調査（地方都市圏平均値） 

【目的別の送迎の頻度】 

【休日】 【平日】 

【目的別の送迎の負担感】 

出典）令和 4 年都市活動調査／宇都宮市 
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族世帯であり，家庭以外の子ども・子育ての場の必要性が高まっています。 

このような中で最寄の地区市民センターなどの子育て支援施設等への送迎サービスに対

する一定のニーズが駅東・清原等を中心に存在しています。 

 

■ 市内の未就学児数・核家族世帯割合等の変化  

 

■ 送迎サービスの利用希望  

 

  ⑥  移動制約が大きい層の移動実態（高齢者） 

高齢者の外出状況をみると，コロナ禍の影響もあって年々外出頻度が減少する傾向にあ

出典）第 2 期宇都宮市子ども・子育て支援事業計画中間見直し（概要版） 

48.3%

68.2%

32.2%

10.0%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

最寄り駅の周辺やLRTの乗り換え施設
（トランジットセンター）

最寄りの地区市民センターなどの
公共施設

最寄りの大型ショッピングセンター

その他

無回答
※複数回答
（N=779）

43.0%
45.1%

32.5%
32.5%

28.2%
45.3%

34.0%
38.2%
41.3%
41.1%
43.1%

66.7%
40.0%

32.7%
34.6%

28.9%
27.3%

14.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

駅西 (N=221)
駅東 (N=266)
豊郷 (N=166)
宝木 (N=123)
平石 (N=110)
清原 (N=159)
瑞穂野 (N=47)
姿川 (N=220)
雀宮 (N=138)
横川 (N=185)
陽南 (N=72)
富屋 (N=6)
篠井 (N=5)
国本 (N=49)
城山 (N=78)
河内 (N=142)
上河内 (N=44)

市外・その他 (N=7)

【参考】
地区別の状況

38.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保護者（合計） (N=2038)

【送迎サービスの利用を希望する就学前児童の保護者の割合】 

出典）第 2 期宇都宮市子ども・子育て支援事業計画中間見直し（概要版） 

【送迎サービスの利用希望場所 （就学前児童の保護者）】 

出典）第 2 期宇都宮市子ども・子育て支援事業計画 
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り，特に「週５回以上」と頻繁に外出する人の割合が減少傾向にあります。 

  

■ 高齢者（65 歳以上）の１週間当たりの外出頻度  

 

 

  

出典）市政に関する世論調査 

【高齢者（65 歳以上）の１週間当たりの外出頻度】 

【高齢者（65 歳以上）の１週間当たりの平均外出回数】 
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  ⑦  交通事故 

交通事故発生件数は減少傾向であるものの，交通事故発生件数に占める高齢者の割合

は微増の傾向にあり，運転免許を自主返納する高齢者も一定数存在しています。 

また，交通事故発生件数の内，自転車の交通事故の割合は約３割を占めています。 

 

■ 高齢者の事故発生状況と運転免許の自主返納の状況  

 

 

■ 自転車の交通事故発生件数と交通事故全体に占める割合  

 

 

  

【事故発生件数と高齢者の割合】 【運転免許の自主返納者数】 

出典）宇都宮市・栃木県警察本部資料 

出典）宇都宮市・栃木県警察本部資料 
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  (4)  健康・福祉  

  ①  高齢者福祉 

市内の要介護・要支援認定者は年々増加しています。また，公共交通の利用割合が高い

地区ほど，生活習慣健康度 ※は高い傾向にあります。 

 

※生活習慣健康度：介護認定状況や生活習慣病リスクの保有率，子どもの健康状況等を，地区別にス

コアリングした数値 

 

■ 要介護・要支援認定者数及び認定率の推移  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 公共交通の利用状況と生活習慣健康度の関係  

 

出典）にっこり安心プラン「第 10 次宇都宮市高齢者保健福祉計画 
第 9 期宇都宮市介護保険事業計画（地域包括ケア計画）」／宇都宮市（令和６年３月） 
（実績値：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（各年９月月報）） 

※公共交通の利用状況：公共交通を年１回以上利用する人の割合（令和元年アンケート） 

出典）地域別データブック／宇都宮市（令和２年９月） 
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  ②  障がい者福祉 

市内の障がい者手帳保持者は年々増加しており，身体障がいに比べ，療育や精神障害の

手帳所持者が増加傾向にあります。 

外出時の不便さを感じる場面について，「公共交通機関を利用するとき」と回答した市

民（障がいがある方）の割合が最も高くなっています。なお，障害者差別解消法により，令和

６年４月から「合理的な配慮」の提供が事業者にも義務化されています。 

 

■ 障がい者手帳等の保持者数の推移  

 

 

■ 障がい者手帳等の保持者数の推移  

 

 

  

23.8%

29.3%

38.6%

8.3%

15.2%

35.7%

42.6%

6.4%

17.7%

38.2%

37.3%

6.8%

19.2%

34.0%

39.5%

7.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても不便

多少不便

あまり感じない

無回答

外出する際にどの程度不便を感じるか

身体障がい者

（N=319）

知的障がい者

（N=261）

精神障がい者

（N=256）

全体

（N=836）

37.0%

21.0%

34.5%

13.8%

17.2%

17.2%

42.1%

13.4%

26.8%

7.7%

48.3%

12.6%

46.1%

10.5%

16.8%

0.8%

40.6%

23.8%

41.4%

15.4%

26.7%

7.9%

34.1%

17.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公共交通機関

駐車場

トイレ

バリアフリーを探せない

障がいへの理解不足

その他

不便さを感じる場面

身体障がい者

（N=319）

知的障がい者

（N=261）

精神障がい者

（N=256）

全体

（N=836）

出典）宇都宮市 

出典）第５次宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり推進計画／宇都宮市 
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  (5)  地域共生 

自治会へ加入する世帯割合は 64％に留まり，特に 40 歳未満の層の加入率が低く，半

数程度となっています。 

地域活動への参加が難しい理由として，活動時間に余裕がないことや，興味・関心がな

いなど消極的な意見に加え，参加するきっかけや移動手段がないという意見もあります。 

 

■ 自治会への加入状況  

 

 

■ 性別・年齢別の自治会への加入状況  

 

0.0%

54.5%

48.0%

74.3%

80.0%

90.0%

96.7%

100.0%

61.1%

47.8%

81.8%

86.8%

85.4%

88.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

男性 女性

【自治会への加入状況】 【性別・年齢別の自治会への加入状況】 

出典）第３次宇都宮市市民協働推進計画／宇都宮市 
（宇都宮市自治会連合会調べ（令和４年度）） 

出典）平成 30 年度世論調査／宇都宮市 

40.3%

29.9%

10.4%

9.2%

3.1%

1.1%

6.0%

0% 20% 40% 60%

活動する時間がない
興味・関心がない

どこで活動している知らない
きっかけがない
移動手段がない

近くで活動している団体がない
無回答

地域活動への参加が難しい理由

出典）第５次宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり推進計画／宇都宮市（市民・事業者アンケート結果） 
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  (6)  観光振興 

観光入込客数は，デスティネーションキャンペーン期間（平成 29 年～令和元年）で過去

最高を記録した平成 30 年をピークに横ばいとなり，その後コロナ感染症の影響により半

減しましたが，徐々に回復傾向にあります。一方，観光客宿泊数は，外国人観光客も含め回

復が鈍い傾向にあります。 

市内周遊の交通手段は「自家用車」が最も多くなっており，自家用車で市を来訪した場

合は周遊時もほとんどが自家用車を利用しています。鉄道で来訪している場合は，バス・徒

歩や新幹線の場合はレンタカーの割合が高くなっています。 

   

■ 観光入込客数・宿泊数，外国人宿泊者数の推移  

 

 

■ 観光客の交通手段について 

 

全体
JR

(東北新

幹線)

JR
(在来線)

東武
鉄道

自家
用車

観光・

貸切バス

高速
バス

路線
バス

レンタ
カー

自転車 バイク その他

自家用車 82.6 28.1 31.7 15.8 97.0 20.0 - - 11.8 84.6 - 50.0
バイク 1.9 5.3 - - 0.9 - - - - - 88.9 -
バス 6.8 28.1 40.0 47.4 1.3 20.0 - - 5.9 - - -
タクシー 2.2 17.5 5.0 - 0.3 20.0 100.0 - - - 11.1 -
レンタカー 3.2 12.3 5.0 5.3 0.7 - - - 58.8 7.7 11.1 -
レンタサイクル 0.9 3.5 5.0 - 0.3 - - - 5.9 - - -
徒歩 14.7 36.8 48.3 63.2 8.5 40.0 - 100.0 29.4 - - -
その他 0.6 1.8 - 5.3 - 20.0 - - - 7.7 - 50.0

本市への来訪交通手段

市
内
周
遊
時
の

交
通
手
段

43.8%

41.4%

14.8%

イメージがある／そう思う
イメージがない／そう思わない
わからない

【観光入込客数・宿泊数の推移】 【外国人宿泊者数の推移】 

出典）令和４年宇都宮市観光動態調査 

【市内周遊時の交通手段】 【市に対する「公共交通機関で移動

しやすい」という観光客の印象】 

出典）令和４年宇都宮市観光動態調査 
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  (7)  脱炭素に向けた動き 

運輸部門における CO2 排出量は近年減少傾向にありますが，依然として他の中核都市

を上回っています。また，自動車への依存度が高いこと等に起因し，本市の運輸部門からの

CO2 排出量の内訳は全国平均より 7 ポイント高くなっています。 

カーボンニュートラルの実現のため，温室効果ガスの削減目標を令和 12（2030）年度

までに 50％削減（平成 25（2013）年度比）としています。 

 

■ 温室効果ガスの排出量の推移と目標  

 

 

■ 温室効果ガス排出量の中核市間での比較  

 

温室効果ガス 

削減目標 

2030 年度までに 

2013 年度比 

50％削減 

出典）宇都宮市の温室効果ガス排出量について（令和 2（2020）年度版），宇都宮市カーボンニュートラルロードマップ／宇都宮市 

出典）環境省資料「自治体排出量カルテ」令和 5 年度データ 
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  (8)  コロナ禍の影響  

  ①  移動・交通への影響 

緊急事態宣言が発令された令和２年～令和３年においては，公共交通利用者数が 3 割

程度減少したものの，その後は回復傾向にあり，令和 5 年 5 月より「5 類感染症」に移行と

なることが決定するなど，コロナ禍前の市民生活が戻りつつあります。 

コロナ禍には，宇都宮駅周辺の人出も減少しましたが，令和４年 8 月 26 日のウツノミヤ

テラス開業後は，コロナ禍前を上回る人出が見られ，都市機能集積や魅力創出による人の

動きの活発化が進んでいることが伺えます。 

 

■ 人口と通勤通学者，公共交通利用者の経年変化（平成 22 年＝1.0 とした値） 

 

出典）人口：各年 1 月 1 日の推計人口（市政策審議室） 

通勤・通学者：国勢調査（市統計書：就業者，通学者の流入，流出状況（15 歳以上） 

公共交通利用者：宇都宮市資料 

 ※通勤者・通学者は，市内に居住する通勤者・通学者（自宅を除く市内，及び市外への通勤通

学）と市外から市内に流入する通勤者・通学者の合計 
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■ 主要地点の人手の推移（コロナ過前ピーク日を基準（1.00）とした値） 

 

 

  

出典）新型コロナウイルス等感染症対策推進室（内閣官房） 

 ※平成 31（2019）年 1 月以降における人出の増減を，令和元（2019）年一年間におけるピーク値を基準（1.0）とした場

合の日別比率の月平均値の増減を表示 

 ※人出のデータには，NTT ドコモ及びドコモ・インサイトマーケティングが提供する「モバイル空間統計」を使用 
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緊急事態

宣言

県宣言 県宣言 県宣言

県まん防

重点措置

県まん防

重点措置

８時

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

主
要
地
点
に
お
け
る
人
手
の
推
移
（
ピ
ー
ク
値
と
の
比
の
増
減
）

宇都宮駅 高崎駅西 水戸駅 全国

基準値（＝1.00）：コロナ過前（2019年）のピーク日の値
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  ②  就業者の勤務状況 

令和３年末頃（新型コロナウイルス感染症オミクロン株流行前）の宇都宮市の在宅勤務

率は 14％となっており，地方中核都市圏（中心都市）の中では高い割合となっていたもの

の，その後，原則出社に戻している企業も存在しています。 

在宅勤務者と通勤者とで比較すると，在宅勤務者は通勤行動がないため移動回数は少

ないものの，通勤者と比べて私事目的による移動がやや多い傾向（特に休日）にあります。 

 

■ 就業者の在宅勤務の状況  

 

出典） 令和 3 年度全国都市交通特性調査結果（速報版）／国土交通省 

令和３年 10 月下旬～11 月末（新型コロナウイルス感染症のオミクロン株流行前に調査したもの） 

 ※在宅勤務者：その日一度も勤務先に行くことなく在宅勤務をした就業者 

 ※通勤者（在宅併用）：その日在宅勤務をし，勤務先にも行った就業者 

 ※その他就業者：上記以外の就業者（その日勤務先に行かず，在宅勤務もしていない就業者） 

【就業者の移動目的別の移動回数（トリップ原単位）】 

【就業者の在宅勤務実施割合】 
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  ③  ライフスタイルへの影響 

コロナ禍の前後の各種活動の変化をみると，仕事や学業においては，「外出」が減少し「オ

ンライン（在宅）」が増加しています。このように働き方などに選択肢が増えたことで，全国

的に都心へのアクセスが良い地方への移住の関心も高まる傾向にあります。 

私事目的の活動では，「外出」の場合の活動頻度は，「社交」，「観光・行楽・レジャー」，「食

事」，「娯楽」等で 30%以上が減少しています。一方で「在宅（オンライン）」の場合の活動頻

度では，「娯楽」，「その他の買物（食料品・日用品以外）」は増加しており，非日常的な活動

を中心に活動が変化しています。 

 

■ 地方都市圏における各種活動の変化 （新 型 コロナウイルス感 染 症 流 行 前 と調 査 時 点 との比 較 ）  

 

出典） 令和 3 年度全国都市交通特性調査結果（速報版）／国土交通省 

（令和４年 11 月 30 日公表，令和３年 10 月下旬～11 月末（新型コロナウイルス感染症のオミクロン株流行前）に調査したもの） 

【正規就業者の仕事に関する活動実施頻度の変化】 【学生（１８～２２歳）の学業に関する活動実施頻度の変化】 

【私事目的に関する活動実施頻度の変化】 
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  (9)  交通 DX の進展  

  ①  国の取組 

国においては，更なる経済成長のため，AI，IoT，自動運転等のデジタル技術を用いて生

産性の向上や新 たな事業モデルの創出等 を実現させるデジタルトランスフォーメーション

（DX）を推進することとしています。 

また，地域公共交通の「リ・デザイン」（再構築）を進めるため，「交通 GX」，「３つの共創

(官民・事業者間・他分野）」とともに，自動運転や MaaS (Mobility as a Service)など

デジタル技術を実装する「交通 DX」の推進を位置づけています。 

 

■ 国の DX に関する取組の方向性  

 

出典） ラストワンマイル・モビリティ／自動車 DX・GX に関する検討会とりまとめ 

「担い手確保，自動車ＤＸ・ＧＸに関する今後の取組の方向性」／国土交通省自動車局（令和５年 7 月公表） 
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  ②  市内をフィールドとした関連プロジェクト 

本戦略(前期計画)に位置付けた施策の進捗により，バスロケーションシステムを活用し

たバス運行情報の提供，令和３年３月に全国初となる地域連携 IC カード「ｔｏｔｒａ」の導入

のほか，地域内交通の予約・配車システムの運用を順次進めています。 

栃木県ＡＢＣプロジェクトにおいて，令和 4 年 9 月 29 日（木）～10 月 11 日（火）の間，

「西川田駅東口～総合グラウンド」間を結ぶ路線の実証実験を実施しています。 

 

■ 市内をフィールドとした交通 DX の関連プロジェクト 

 

 

（ＪＲ宇都宮駅西口） （スマートフォン画面） 

【バスロケーションシステム】 

（予約システムの利用方法） 

（ ） 

【地域内交通の予約システム】 

【 )】 【地域連携ＩＣカード「ｔｏｔｒａ」】 
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  (10)  交通 GX の推進  

  ①  国の取組 

国においては，地球温暖化対策のため令和 32（2050）年のカーボンニュートラルの実

現に向けて，EV 車両等の導入をはじめとしたグリーントランスフォーメーション（GX）を推

進することとしています。 

また，地域公共交通の「リ・デザイン」（再構築）を進めるため，先に示した「交通 DX」や「３

つの共創(官民・事業者間・他分野）」とともに，「交通 GX」の推進を位置づけています。 

 

■ 国の交通 GX に関する取組の方向性  

 

 

  

出典） ラストワンマイル・モビリティ／自動車 DX・GX に関する検討会とりまとめ 

「担い手確保，自動車ＤＸ・ＧＸに関する今後の取組の方向性」／国土交通省自動車局（令和５年 7 月公表） 
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  ②  市内をフィールドとした関連プロジェクト 

本市の二酸化炭素排出量の排出割合の特徴の一つとして，運輸部門が全国より７％高

い割合を占めていることが挙げられ，移動手段のほとんどを自動車に依存していることが

原因の一つとして考えられています。 

このような状況のもと，NCC を基盤とし，将来世代に残すことができる持続可能なまち

をつくるため，「かえる」「つくる」「育てる」の３つのアクションを実行し，カーボンニュートラル

なまち“うつのみや”を実現することとしています。 

また，「コンパクト・プラス・ネットワークによる脱炭素モデル都市構築」により，「ライトライ

ン沿線」において，公共・民間施設等に太陽光発電・蓄電池等を最大限導入するとともに，

地域新電力会社「宇都宮ライトパワー株式会社（ULP）」による再エネの一括調達と高度な

エネルギーマネジメントを行い，令和 12（２０３０）年度までに，民生部門（家庭部門及び業

務その他部門）の電力消費に伴うＣＯ２排出の実質ゼロを実現することを目指しています。 

民生部門電力以外の取組としては，ライトラインや電気バス等を中心とした公共交通ネッ

トワークの脱炭素化を図る「ゼロカーボンムーブ」の構築により，運輸部門のＣＯ２削減を図

ることを目指しています。  

   

■ 市内をフィールドとした交通 GX の関連プロジェクト 

 

 

  

【全国及び市の二酸化炭素排出量と構成比】 

【脱炭素モデル都市構築の全体イメージ】 

出典）宇都宮市カーボンニュートラルロードマップ 
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 2.4  Well-Being 指 標 等からみた宇都 宮 市 の特 徴  

  (1)  Well-Being 指標からみた宇都宮市の特徴 

  ①   Well-Being 指標等の活用 

本市の特徴として，他市と比較し，「評価されている項目」と「更なる取組が期待される項

目」を「Well-Being（地域幸福度）指標」から以下に整理します。 

あわせて，世論調査の結果から，宇都宮市の好きなところ・嫌いなところについても以下

に整理します。 

 

■ Well-Being（地域幸福度）指標の構成  

 

 

 

 

 

  

(出典)一般社団法人スマートシティ・インスティテュート「地域幸福度（Well-Being）指標」 

※指標は主観指標（アンケート結果）と客観指標（オープンデータ）から構成されており，人口 10 万人以上の自治体の数値をベース

とした偏差値化されたデータとして整理（指標は数値が高いほど望ましい状態を示すよう計算式が組まれている。） 
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■ 宇都宮市の Well-Being 指標（客観指標） 
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■ 宇都宮市の Well-Being 指標（主観指標） 

 

(出典)一般社団法人スマートシティ・インスティテュート「地域幸福度（Well-Being）指標」 
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  ②  Well-Being 指標からみた本市が目指すべきまちづくり 

Well-Being 指標を踏まえ，今後本市が目指すべきまちづくりの方向性を次のとおり整

理しました。 

 

■ Well-Being 指標からみた本市が目指すべきまちづくり 

 

 

【Well-Being 指標からみた本市が目指すべきまちづくりの方向性】 

・宇都宮都市圏の中心都市であり比較的都市サービスが充実している一方，都市

サービスへのアクセスを支援する公共交通をより利用しやすくするなど，交通環

境の整備が求められています。 

・地域で住まい続けるにあたって，地域コミュニティの活性化や生活の質（健康面・

文化面）の更なる充実化などが必要といえます。 

・これまでの取組が評価されているウォーカブル・DX を活用したまちづくりなどの

更なる推進と，更なる取組が期待される景観や歩行環境の充実など居心地の良

い空間の形成や，安全・安心なまちづくりを両輪で進めていく必要があります。 
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  (2)  本市世論調査からみた宇都宮市の特徴 

本市の世論調査における「宇都宮市の好きだと思うところ・嫌いだと思うところ」につい

ての回答を見ると，自然災害の少なさや，買い物など日常生活の便利さ，都心に行くのに

便利なところなどが評価されています。 

一方で，交通マナーや交通渋滞，公共交通の整備の遅れなど，交通に関する項目を指摘

する声のほか，都会的な雰囲気や街の活気など，街の魅力の向上を求める声も多くなって

います。 

 

■ 宇都宮市の好きだと思うところ・嫌いだと思うところ 

 

 

  

 好きだと思うところ 嫌いだと思うところ

自然環境の豊かさ 自然環境の悪さ

都会的な雰囲気 都会的な雰囲気が乏しいところ

街並みの美しさ 街並みのきたなさ

買い物など日常生活の便利さ 買い物など日常生活の不便さ

病院などの医療機関が充実しているところ 病院などの医療機関が整っていないところ

電車やバスなどの交通機関が整備されているところ 電車やバスなどの交通機関の整備が遅れているところ

道路が整備されているところ 道路の整備が遅れているところ

芸術・文化的な催しやイベントの多いところ 芸術・文化的な催しやイベントが少ないところ

市民センターや図書館・体育館などの公共施設が整っているところ スポーツをしたり，観戦する施設が整っていないところ

公園やレクリエーション施設・レジャー施設が整っているところ 公園やレクリエーション施設・レジャー施設が整っていないところ

福祉サービスが充実しているところ 福祉サービスが不足しているところ

人情味があり親切なところ 人情味がなく排他的なところ

治安の良さ 治安の悪さ

子どもを育てる環境が整っているところ 子どもを育てる環境が整っていないところ

地域でのあたたかい助け合いがあるところ 子どもの教育環境が悪いところ

都心に行くのに便利なところ 交通渋滞の多さ

慣れ親しんだところ 街に活気がないところ

自然災害の少なさ 交通マナーの悪さ

その他 その他

特にない 特にない

（無回答） （無回答）

8.6%

2.7%

2.5%

1.9%

25.9%

31.3%

35.5%

5.0%

11.0%

4.0%

7.0%

7.6%

4.9%

2.8%

1.5%

34.0% 1.3%

15.4%

8.0%

8.1%

4.5%

24.5%

15.5%

2.8%

17.3%

29.9%

50.8%

1.3%

3.0%

8.7%

3.8%

3.0%

2.9%

17.0%

6.9%

2.2%

1.4%

47.5%

16.2%

5.0%

6.3%

1.8%

0％ 60％40％20％ 0％ 60％40％20％

出典） 令和 4 年度世論調査結果報告書（宇都宮市） 



第
２
章 

 

本
市
交
通
の
現
状 

 

48 
 

 2.5  国・県等 の動 向  

  (1)  地域交通法の改正（令和 5 年 10 月施行） 

地域交通法（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59 号））

は，地域の主体的な取組等によって「地域旅客運送サービスの持続可能な確保に資する地

域公共交通の活性化及び再生」を推進するため，地域公共交通計画の作成やこれに基づ

き実施する事業等について定めた法律です。 

令和５年度に本法律が改正され，地域の関係者の連携・協働（共創）を通じ，利便性・持

続可能性・生産性の高い地域公共交通ネットワークへの「リ・デザイン」（再構築）を進めるた

めの枠組みが創設・拡充されています。 

 

■ 地域交通法の概要  

 

出典）国土交通省 
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  (2)  栃木県地域公共交通計画の策定（令和６年２月策定） 

栃木県の「栃木県地域公共交通計画」は，持続可能な公共交通サービスの確保・充実を

図るために，県・市町・交通事業者等の各主体が共通認識を持って取り組むための基本方

針や目標を定め，目標達成に向けた施策等を整理した上で，県全体の公共交通政策のマス

タープランとして策定された計画です。 

 

 

 

 

 

 

■ 栃木県地域公共交通計画の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）栃木県 
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 2.6  上位 ・関 連 計画 等  

  (1)  宇都宮市みんなでつなげる公共交通基本条例（令和５年３月制定） 

「宇都宮市みんなでつなげる公共交通基本条例」は，公共交通の維持及び充実並びに利

用の促進を図ることにより，誰もが自由に移動でき，生き生きとした社会生活を送ることが

できるまちを実現し，さらには，持続可能な都市を形成していくことを目的として，市議会

が主体となり制定したものです。 

 

■ 「宇都宮市みんなでつなげる公共交通基本条例」の概要  

目 的  公 共 交 通 の維 持 及 び充 実 並 びに利 用 の促 進 について，基 本 理 念 を定 め，市 ，議 会 ，市 民 ，事 業 者 及 び公

共 交 通 事 業 者 の責 務 等 を明 らかにするとともに，公 共 交 通 の維 持 及 び充 実 並 びに利 用 の促 進 に関 する施 策

の基 本 となる事 項 を定 めることにより，市 ，議 会 ，市 民 ，事 業 者 及 び公 共 交 通 事 業 者 が連 携 し，及 び協 働 し，

公 共 交 通 に関 する施 策 を総 合 的 かつ計 画 的 に推 進 し，もって持 続 可 能 な都 市 の形 成 に寄 与 することを目 的

とする。 

基 本 理 念  〇公 共 交 通 の維 持 及 び充 実 並 びに利 用 の促 進 は，次 に掲 げる事 項 を基 本 として行 われなければならない。 

・  誰 もが自 由 に移 動 でき，生 き生 きとした社 会 生 活 を送 ることができるまちを実 現 し，本 市 の様 々なまち

づくりに資 するという認 識 の下 に行 われること 

・ 階 層 性 のある公 共 交 通 ネットワークの構 築 によるＮＣＣの形 成 に必 要 不 可 欠 であるとの認 識 の下 に行 わ

れること 

・ 各 関 係 主 体 の相 互 の理 解 の下 に，連 携 し，及 び協 働 して行 われること 

責 務 ･ 

役 割  

〇市 の責 務  

・ 施 策 を主 体 的 かつ総 合 的 に策 定 し，推 進 する責 務 を有 する。 

・ 各 関 係 主 体 その他 関 係 機 関 の理 解 を深 め，協 力 を得 るよう努 めなければならない。 

・ 市 民 及 び事 業 者 に対 し，意 識 の啓 発 に努 めなければならない。 

・ 市 民 ，事 業 者 又 は公 共 交 通 事 業 者 が行 う取 組 に対 し，必 要 な支 援 に努 めなければならない。 

〇議 会 の責 務   

・ 市 民 及 び事 業 者 と連 携 し，施 策 の策 定 及 び推 進 に関 わるものとする。 

〇市 民 の役 割  

・ 施 策 の推 進 に協 力 するよう努 めるものとする。 

・ 公 共 交 通 を積 極 的 に利 用 するよう努 めるものとする。 

〇事 業 者 の役 割  

・ 施 策 の推 進 に協 力 するよう努 めるものとする。 

・ 従 業 員 の通 勤 等 において公 共 交 通 の利 用 を促 進 するよう努 めるものとする。 

〇公 共 交 通 事 業 者 の役 割  

・ 施 策 の推 進 に協 力 するよう努 めるものとする。 

・  他 の公 共 交 通 事 業 者 と連 携 し，公 共 交 通 の利 便 性 を向 上 させるとともに，市 民 及 び事 業 者 に，その情

報 を積 極 的 に提 供 し，利 用 の促 進 に努 めることとする。 

・ 利 用 者 の意 見 を聴 き，その運 営 に反 映 させるよう努 めることとする。 

〇各 主 体 に共 通 した役 割  

・ 相 互 に情 報 交 換 を行 い，かつ，協 力 関 係 を構 築 するよう努 めるものとする。 

基 本 施 策  
〇市 は，各 関 係 主 体 との連 携 により，次 に掲 げる基 本 施 策 を推 進 するものとする。 

・ 階 層 性 のある公 共 交 通 ネットワークの構 築 及 び交 通 手 段 間 の連 携  

・ 公 共 交 通 の利 便 性 の向 上                 ・ 安 全 かつ安 心 な公 共 交 通 環 境 の整 備  

・ まちづくり施 策 と連 携 した公 共 交 通 に関 する施 策 の実 施  

・ 公 共 交 通 による環 境 への負 荷 の低 減  

・ 積 極 的 な公 共 交 通 の利 用 に向 けた市 民 意 識 の向 上  

基 本 施 策  

の推 進  

〇 市 は，基 本 施 策 を総 合 的 かつ計 画 的 に実 行 するため，計 画 を策 定 しなければならない。 

〇 市 は，計 画 の策 定 及 び推 進 に当 たっては，各 関 係 主 体 並 びに国 ，県 その他 関 係 機 関 と意 見 交 換 及 並 び

に協 議 ・調 整 を行 うための体 制 を整 備 するものとする。 
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  (2)  総合計画等 

「第６次宇都宮市総合計画」をはじめとした本市の上位計画のうち，移動や交通等の本

計画に関わりのある主な内容について，以下に整理します。 

 

■ 総合計画等における移動・交通に係る主な記載（抜粋） 
計画名等 移動・交通に関わる取組の方向性 主な施策・取組等 

第６次宇都宮市 

総合計画（後期） 

／令和 5 年 2 月 

○概ね 2030 年頃を見据えた具体的

なまちの姿 として，「子 どもから高 齢

者 まで，誰 もが豊 かで便 利 に安 心 し

て暮 らすことができ，夢 や希 望 がか

なうまち『スーパースマートシティ』」

の実現 

●スーパースマートシティの実現 

・ 「 NCC 」 を 基 盤 と し 「 地 域 共 生 社 会 （ 社

会 ）」，「地 域 経 済 循 環 社 会 （経 済 ）」，「脱 炭

素 社 会 （環 境 ）」の 3 つの構 成 要 素 が融 合

し，「人 」 と「デ ジタ ル」 を原 動 力 に発 展 を 続

けられるまち 

第２期宇都宮市 

まち・ひと・しごと 

創生総合戦略 

／令和 2 年 3 月 

○ 結 婚 ・ 出 産 ・ 子 育 て の 希 望 の 実 現

と，誰 もが健 康 で活 躍 できる社 会 を

実現する。 

○働く場や魅力の創出などによる東京

圏 等 からの流 入 人 口 ・ 関 係 人 口 の

拡大を図る。 

○便利で暮らしやすいまち，NCC を実

現する。 

●公共交通ネットワークの充実 

●スマートシティの推進 

・スマート･モビリティサービス等 の実 現  

●ＳＤＧｓの達成に向けた取組の推進 

・拠 点 間 を 結 ぶ総 合 的 な 交 通 ネットワーク の

構 築  

宇 都 宮 市 デ ジ タ

ル 共 創 未 来 都 市

ビジョン・ＤＸ実 現

タスク 

／令和 5 年 2 月 

○「宇 都 宮 市 デジタル共 創 未 来 都 市 ビ

ジョン」に基 づき，「スーパースマート

シティ」の実 現 に向 けた「原 動 力 」と

なるよう，先 進 技 術 の採 用 により，

各社会の実現に貢献する DX に戦

略的にとりくむ。 

・「地 域 共 生 社 会 」に貢 献 するデジタル 

・「地 域 経 済 循 環 社 会 」に貢 献 するデジタル 

・「脱 炭 素 社 会 」に貢 献 するデジタル 

・「まちの基 盤 ＮＣＣ」に貢 献 するデジタル 

・デジタル人 材 の育 成 ・確 保  

・戦 略 的 なデータの利 活 用  

●来 訪 者 等 の利 便 性 等 が向 上 する社

会づくり 

・デジタルマップの活 用 による観 光 周 遊 促 進  

●再 生 可 能 エネルギーの導 入 と活 用

が進む社会づくり 

・EV モビリティ等 の導 入 支 援  

●誰 もが円 滑 に移 動 できる交 通 環 境

づくり，市 民等 の利便 性 や快 適 性 が

向上する都市基盤づくり 

・ＬＲＴ沿 線 まちづくりにおける ICT 等 の先 進

技 術 の活 用  

・デジタルを活 用 したシェアサイクル等 の実 証

実 験  

・交 通 IC カード「totra」のサービス拡 大 （路

線 バス，地 域 内 交 通 ） 

・ 公 共 交 通 に お け る 自 動 運 転 技 術 の 実 装 に

向 けた環 境 づくり 

●市 民 等 の利 便 性 や快 適 性 が向 上 す

る都市基盤づくり 

・交 通 結 節 点 デ ジタ ル サイ ネー ジ 等 を 活 用 し

た効 果 的 な情 報 発 信  

・観 光 拠 点 や交 通 結 節 点 への Wi-Fi 環 境 の

整 備  

●データをつくる・つなげる・使う 

・LRT の整 備 ・運 営 に関 するデータ分 析  

・オープンデータの利 活 用 促 進 の強 化  
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  (3)  都市空間・交通に係る関連計画等 

都市空間・交通に係る関連計画のうち，移動や交通等に関する主な内容について，以下

に整理します。 

 

■ 都市空間・交通に係る関連計画における移動・交通に係る主な記載（抜粋） 
計画名等 移動・交通に関わる取組の方向性 主な施策・取組等 

NCC 形成

ビジョン 

／平 成 27 年

2 月  

○『NCC』実現のための５つの柱 

･拠 点 形 成 と拠 点 間 の連 携 ・補 完 により持 続 的 に発 展 する都 市  

・本 市 の特 性 を生 かした産 業 ・観 光 を維 持 ・発 展 させる都 市  

・交 通 ネットワークが整 備 された利 便 性 の高 い都 市  

・自 然 環 境 や農 地 と市 街 地 が有 機 的 に連 携 した都 市  

・効 率 的 で健 全 な都 市 運 営 を実 現 する都 市  

●公 共 交 通 ネットワークによ

る連携を強化 

●自転車利活用を促進 

●道 路 ネットワークによる連

携を強化 

●交通結節点の整備 

第 3 次宇

都宮市都市

計画マスタ

ープラン 

／令 和 元 年 3 月  

・広 域 的 な連 携 強 化 と市 街 地 の円 滑 な交 通 処 理 を図 るととも

に，『NCC』実 現 を支 える道 路 ･公 共 交 通 ネットワークの形 成

や，交 通 手 段 間 の連 携 強 化 を図 り，安 全 ・快 適 で誰 もが利 用

しやすい総 合 的 な交 通 体 系 確 立 を目 指 す。 

●道路ネットワークの整備 

●公 共 交 通 ネットワークの整

備 

第３期中心

市街地活性

化基本計画

／令 和 2 年

3 月  

○「うごく つながる 心 躍 る みんなで創 る 宮 の街

なか」の実現 

・活 力 ：様 々な活 動 を活 発 化 させる基 盤 づくり 

･魅 力 ：都 市 拠 点 にふさわしい個 性 や価 値 の向 上  

・賑 わい：恒 常 的 な賑 わいを創 出 する環 境 づくり 

・居 住 ：安 心 で快 適 な住 環 境 の創 出  

・仕 組 み：様 々なまちづくりの取 組 を促 進 する仕 組 みの強 化  

●LRT 開業と宇都宮駅東口

地 区 の ま ち び ら き に よ る

集 客 効 果 を波 及 させる戦

略プロジェクト 

●LRT の駅西側への導入を

見 据 えたまちづくりプロジ

ェクト 

宇都宮市立

地適正化計

画／令 和 3 年

5 月  

○ネットワーク型コンパクトシティの実現 

・一 極 集 中 ではなく，都 心 部 と各 地 域 に拠 点 を配 置  

・過 度 な自 動 車 依 存 を転 換 し骨 格 交 通 網 から身 近 な交 通 網 ま

で階 層 性 を持 った交 通 網 による拠 点 間 の連 携 ・補 完  

●都 市 機 能 誘 導 区 域 の配 置

と都市機能の誘導 

●居 住 誘 導 区 域 の配 置 と都

市機能の誘導 

市街化調整

区域の整備

及び保全の

方針(改定) 

／平 成 30 年 3

月  

・ＮＣＣの具 現 化 に向 け，市 街 化 調 整 区 域 においても，将 来 に渡

って住 み慣 れた場 所 で安 心 して暮 らし続 けることができるまち

を実 現 するため，地 域 の拠 点 となる場 所 に生 活 利 便 機 能 を集

積 し利 便 性 を高 め，さらに周 辺 の集 落 等 と生 活 の足 となる地

域 内 交 通 で結 ぶことで，郊 外 部 の持 続 性 を高 めるまちづくり

に取 組 む。 

・地 域 拠 点 ：地 域 内 交 通 により周

辺 集 落 においても地 域 拠 点 の利

便 性 を共 有 できる環 境 を整 備  

・LRT 沿 線 ：交 通 結 節 機 能 等 のポ

テ ン シ ャ ル を 生 か した 土 地 利 用

検 討  

都心部まち

づくりビジ

ョン 

／令 和 4 年

2 月  

○長 い歴 史 や文 化 ，自 然 など地 域 資 源 を生 かしたス

トーリー性のあるまちづくり 

・ウォーカブルなまちづくり 

・ＩＣＴなど先 進 技 術 の活 用 や脱 炭 素 化 を推 進 するまちづくり 

・多 様 な主 体 が連 携 したにぎわいまちづくり 

●「歩きたくなる」空間づくり 

●「おもてなし」環境づくり 

●「移動しやすい」環境づくり 

都心部まち

づくりプラ

ン 

／令 和 6 年

2 月 

○人 と自 転 車 ，自 動 車 ，公 共 交 通 などが共 存 できる

街 なかの空 間 を目 指 した「街 路 空 間 の使 い方 」の

強化・改良 

○地元や民間事業者が中 心となった官民協働による

居心地が良い街路空間の形成 

○地 域 経 済 循 環 や地 域 共生 ，脱 炭 素 化 ，防 災 など都

市 全 体 の課 題 に対 応 した多 様 な都 市 活 動 を支 え

る都市機能の充実・強化 

○街 なかにおける人 やモノの移 動 を円 滑 にするまち

づくりと連 携 した駐 車 場 ・荷 さばきの適 正 化 及 び

公 共 交 通 と連 携 した多 様 な端 末 交 通 の利 用 環 境

づくり 

●道 路 の使 い方 を踏 まえた

街なかの自動車の誘導 

●人 中 心 の街 路 空 間 形 成 に

向けた 

・プレイスメイキングの推進 

・道路空間の再編 

●まちづくりに貢 献 する民間

開発の誘導 

●「 住 む」 「 働 く」 「 学 ぶ」 「憩

う」など多 様 なまちの機 能

の立地誘導 等 
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計画名等 移動・交通に関わる取組の方向性  主な施策・取組等  

第２次宇都

宮市自転車

のまち推進

計画 

／令 和 ３年 5 月  

○ＮＣＣの移 動 を支 え，誰 もが健 康 で便 利 に楽 しめる

「自転車のまち宇都宮」の実現 

・基 盤 づくり 

・意 識 向 上  

・機 会 づくり 

●自転車ネットワークの整備 

●公共交通との連携強化 

●安 全 ・安 心 な自 転 車 利 用

意識の醸成 

●サイクルツーリズムの推進 

芳賀・宇都

宮地域公共

交通計画 

／令和６年 

６月 

○階層性のある公共交通ネットワークの構築 

○スマートな公共交通の実現 

○公共交通の利用促進 
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  (4)  その他分野での関連計画等 

都市空間・交通以外の各分野における各種計画等のうち，移動や交通等に関する主 な

内容について，以下に整理します。 

 

  ①  子育て・教育・学習 

■ 子育て・教育・学習に係る計画における移動・交通に係る主な記載（抜粋） 
計画名等 移動・交通に関わる取組の方向性 主な施策・取組等 

宮っこを 

守り・育てる

都市宣言 

／令和６年 

2 月 

○こどもが個人として尊重され，こども

の今 とこれからにとって最 もよいこ

とをこどもと一 緒 に考 え，その実 現

に取り組みます。 

○こどもが夢 や希 望 にあふれ，心 豊 か

に成 長 できる環 境 づくりに取 り組 み

ます。 

○すべての家 庭 が，安 心 してこどもを

産 み育 てることができる環 境 づくり

に取り組みます。 

○地域社会が，こどもを温かく見守り，

安 全 ・安 心 の確 保 や一 人 ひとりに合

った支援に取り組みます。 

●小学生への「totra」の配布 

●子 どもと親 への自 転 車 の乗 り方 教 室

の実施及びフィールドの提供 

●未 就 学 児 のライトライン及 び関 東 自 動

車 運 行 バスの運 賃 を大 人 １人 につき２

名まで無賃のところ３名に変更 

●ライトラインにおける優 先 席 利 用 への配

慮 を呼 びかける車 内 アナウンスの実 施  

うつのみや“い

きいき学校”

プラン 

／令和 5 年

2 月 

○健 康 で安 全 な生 活 を実 現 する力 を

育む教育の推進学校安全の推進 

・安 全 に関 する各 教 育 を着 実 に推 進  

●学校安全の推進 

・「生 活 安 全 」・「交 通 安 全 」・「災 害 安 全 」に関 す

る教 育 の充 実  

・登 下 校 における安 全 対 策 推 進  

第２次宮っこ 

子育ち・子育

て応援プラン 

／令和 2 年

3 月 

○個 別 配 慮 が必 要 な子 どもの健 やか

な発達の支援 

・通 学 ・通 所 における移 動 支 援 の推 進  

○家 庭 や地 域 の養 育 力 を向 上 するた

めの支援の充実 

・子 どもの安 全 を守 る取 組 の推 進  

●通学・通所における移動支援の推進 

●園外活動時における交通安全対策 

●通学路の交通安全対策 

●交通事故防止に関する取組の充実 

 

 

  ②  健康・福祉・医療 

■ 健康・福祉・医療に係る計画における移動・交通に係る主な記載（抜粋） 
計画名等 移動・交通に関わる取組の方向性 主な施策・取組等 

にっこり安心

プラン 

／令和 3 年

3 月 

○生きがいづくりの促進 

・社 会 参 加 活 動 の促 進  

○高齢者にやさしいまちづくりの推進 

・高 齢 者 の快 適 な生 活 基 盤 の計 画 的 な整 備  

○安全で安心な暮らしの支援 

●高齢者外出支援事業 

●公共的施設等のバリアフリーの推進 

●拠 点 への生 活 利 便 施 設 等 の充 実 と便

利 で快 適 に移 動 ができる，外 出 しやす

い移動環境の形成 

●交通安全教育の推進 
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計画名等 移動・交通に関わる取組の方向性  主な施策・取組等  

地域共生社会

の実現に向け

た福祉のまち

づくりプラン 

／令和 5 年

2 月 

○快適な生活基盤の計画的な整備 

・身 近 な移 動 環 境 や生 活 利 便 性 の向 上  

・公 共 的 施 設 等 のバリアフリーの推 進  

●誰 もが利 用 しやすい公 共 交 通 ネットワ

ークの構築 

●ＬＲＴやバスなど公 共交 通機 関 のバリア

フリーの推進 

第５次宇都宮

市障がい者福

祉プラン 

／平成 30 年

3 月 

○子 育 ち・子 育 て支 援 プロジェクト（幼

年期・児童期） 

・ 保 護 者 の 就 労 の た め の 保 育 や 移 動 支 援 の

充 実  

○外出・移動支援の充実 

○外 出 ・移 動 支 援 の充 実 バリアフリー

の推進 

 

●通学・通所における移動支援の推進 

●外出・移動支援サービスの充実 

●福祉バス運行事業の推進 

●公共交通機関の利便性の向上 

●バス車両等のバリアフリーの推進 

●生活交通の確保・充実 

●障 がい者 用 駐 車 スペースの適 正 利 用

の促進 

●道路のバリアフリーの推進 
 

 

  ③  安心・協働・共生 

■ 安心・協働・共生に係る計画における移動・交通に係る主な記載（抜粋） 
計画名等 移動・交通に関わる取組の方向性 主な施策・取組等 

第 11 次宇都

宮市交通安全

計画／令 和 3 年

6 月  

○子 供や高 校生 ，高 齢者 ，自 転 車利 用

者 重 点 的 に対 応 すべきターゲットと

設定 

●市 民 一 人 ひとりの交 通 安 全 意 識 の高

揚 

●地域と連携した道路交通環境の整備 

第３次宇都宮

市市民協働推

進計画（後期

計画） 

／令和 5 年

2 月 

○市民協働の意識が浸透し，活動が広

がっているまち 

●協働を促進する意識づくり 

●参加しやすい機会の提供 

●参加しやすい環境の充実 

●団体同士の連携・協力の機会創出 

●民間活力の活用促進 

 

 

  ④  魅力・交流・文化 

■ 魅力・交流・文化に係る計画における移動・交通に係る主な記載（抜粋） 
計画名等 移動・交通に関わる取組の方向性 主な施策・取組等 

第３次宇都宮

市観光振興プ

ラン／令 和 5 年

2 月  

○本 市 特 有 の観 光 資 源 の更 なる発 掘

と磨き上げ強化 

○選 ばれるための効 果 的 な魅 力 発 信

の更なる推進 

○本 市 の魅 力 を活 かしたインバウンド

の更なる推進 

○本 市 への誘 客 を加 速 させる広 域 連

携の強化 

○官民連携による受入体制とおもてな

しの充実 

●エリア毎 のブランディングと観 光 資 源

の発掘・磨き上げ 

●観光地・大谷の更なる魅力の創出 

●多様なツーリズムの推進 

●豊 富 で魅 力 的 な観 光 資 源 を活 用 した

インバウンドの取組強化 

●県内外の自治体等との連携強化 

●観光ＤＸ 

●観光客受入体制強化 
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  ⑤  産業・環境 

■ 産業・環境に係る計画における移動・交通に係る主な記載（抜粋） 
計画名等 移動・交通に関わる取組の方向性 主な施策・取組等 

うつのみや産

業振興ビジョ

ン／令 和 5 年

2 月  

○本市産業を発展させる新事業，成長

産業の振興 

・重 点 新 興 産 業 ：モビリティ産 業  

○産業集積を高める企業の立地・定着

の促進 

○本 市 産 業 を支 える中 小 ・ 小 規 模 企

業，地場産業等の振興 

○地 域 資 源 を最 大 限 に活 かす産 業 の

総合力の向上 

○産 業 活 動 の源 となる人 材 の確 保 と

育成 

●モビリティ関 連 産 業 を始 めとする重 点

振興産業の更なる振興の促進 

●新たな企業の立地 や既存企業 の定着 ・

拡大再投資に向けた支援の強化 

●新たな産業用地の開発推進 

●重 点 振 興 産 業 を中 心 とした企 業 の集

積促進 

●中心市街地の商店街をはじめとした商

店街の賑わい創出 

●ＬＲＴによる中 心 市 街 地 の「都 市 拠 点 」

や「産業拠点」，「観光拠点」における経

済 活 動 の活 性 化 と，交 流 人 口 の増 加

の促進 

第 3 次宇都

宮市環境基本

計画（後期計

画）／令 和 3 年

3 月  

○「もったいない」のこころで行 動 する

人づくり 

○環 境 未 来 都 市 を見 据 えたライフスタ

イルの促進 

○自 然 と調 和 したコンパクトな地 域 づ

くり 

○グリーンな交通システムの構築 

○環境・経済・社会の統合的な向上 

○地域循環共生圏の構築 

●事業所における低炭素化の促進 

●地 域 ポテンシャルを生 かした新 たなエ

ネルギーの活用 

●環境負荷の少ない都市整備 

●エコで便利な交通体系の構築 

●騒音振動の調査 

●自動車排出ガス対策の充実 

宇都宮市カー

ボンニュートラ

ルロードマッ

プ／令 和 4 年

9 月  

○大胆に！ かえる 

・脱 炭 素 型 のライフスタイル・ワークスタイルへ

日 々の行 動 を変 える。 

○もっと！ つくる 

・ 環 境 に やさ しい 再 生 可 能 エ ネ ル ギー を つ く

り，そして使 う。 

○みんなで！ 育てる 

・本 市 の資 源 であるＮＣＣ，人 材 ，緑 ，技 術 ，パ

ートナーシップなどをさらに育 て，活 用  

●市 民 ：移 動 をエコで快 適 に，スマートム

ーブを心がけよう。 

●事 業 者 ：通 勤 も，仕 事 中 も，スマートム

ーブを心がけよう。 

●行 政 ：通 勤 も，外 出 も，スマートムーブ

を実践します。 

● 行 政 ： 自 治 体 職 員 と し て 最 前 線 で ，

「人」づくり，「まち」づくりに取 り組 みま

す。 

脱炭素加速化

プロジェクト 

○スマート＆ゼロカーボンムーブプロジ

ェクト 

○再 生 可 能 エネルギー最 大 限 導 入 ・活

用プロジェクト 

○カーボンニュートラルなまちづくりプ

ロジェクト 

●公共交通利用促進運動 

「 MOVENEXT UTSUNOMIYA 」 の

実施 

●ネットワークと乗り換え機能の充実 

●端末交通の脱炭素化 

●自立分散型エネルギーの普及促進 

●地 域 新 電 力 会 社 宇 都 宮 ライトパワーに

よる電力の地産地消の推進 

●環境負荷の少ない都市整備 
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第3章  本市が目指す都市交通の姿 

 3.1  目指 す都 市 空間 の将来 像  

  (1)  第６次宇都宮市総合計画改訂基本計画（後期基本計画） 

本市では，第６次宇都宮市総合計画改訂基本計画（後期基本計画，令和５年２月策定）

において，基本構想に掲げる「将来のうつのみや像（都市像）」を実現し，周辺市町を含めた

圏域全体の発展を図るとともに，ＳＤＧｓの達成にも貢献していくため，概ね令和 12（２０３

０）年頃を見据えた具体的なまちの姿として，「子どもから高齢者まで，誰もが豊かで便利に

安心して暮らすことができ，夢や希望がかなうまち『スーパースマートシティ』」の実現を目指

すこととしています。 

 

  ①  まちづくりの目標（基本構想） 

「基本構想」では，「まちづくりの重点課題」を設定し，それらが解決された望ましい状態

を「まちづくりの基本方向（６つの未来都市）」，その状態に到達したときの本市の姿を「将

来のうつのみや像（都市像）」として示しています。 

 

■ 将来のうつのみや像（都市像） 

〔イメージ図〕 

 

 

輝く人の和 つながるまちの環 魅力と夢の輪 うつのみや 
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  ②  目指すまちの姿「スーパースマートシティ」 

本市が実現を目指す「スーパースマートシティ」とは，持続可能な都市構造である「NCC」

を基盤としながら，「地域共生社会」（社会），「地域経済循環社会」（経済），「脱炭素社会」

（環境）の 3 つの構成要素が融合し，「人」と「デジタル」を原動力に発展を続けられる「夢や

希望がかなうまち」です。 

 

■ 目指すまちの姿「スーパースマートシティ」 
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  ③  「スーパースマートシティ」を支える持続可能なまちづくりの基盤「NCC」 

ＮＣＣは，本市が目指すスーパースマートシティの「まちの土台」となるものです。 

NCC の形成に当たっては，地域特性を踏まえた各種の都市機能が集積した拠点を形成

する「拠点化の促進」と，階層性を持った総合的な交通ネットワークによって拠点間の連携・

補完を進める「ネットワーク化の促進」，市民の多様な暮らし方やライフスタイルを尊重した

「土地利用の適正化」を一体的に進めることにより，コンパクトなエリアで日常生活に必要

な機能が充足し，市民生活の質や，都市としての価値・活力を高めることのできる都市の実

現を目指しています。 

 

■ NCC の基本的な考え方  

 

 

 

【将来都市構造のイメージ】 

【地区特性に応じた居住地形成（将来の土地利用）のイメージ】 
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  (2)  第３次宇都宮市都市計画マスタープラン 

第３次宇都宮市都市計画マスタープラン（平成３１年３月策定）では，市が目指す NCC 形

成に向けて，目指すべき将来都市構造や交通体系の整備方針を以下の通り設定していま

す。 

 

■ 将来都市構造  
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■ 交通体系の整備方針  

 

 

 

【骨格道路整備構想図】 

【公共交通ネットワーク構想図】 
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  (3)  宇都宮市立地適正化計画 

宇都宮市立地適正化計画（令和３年５月策定）では，NCC を具体化するため，居住や都

市機能の立地誘導を進める区域を以下の通り設定しています。 

 

■ 都市機能誘導区域・居住誘導区域（範囲イメージ）と交通ネットワークの配置  

 

 

 



第
３
章 

 

本
市
が
目
指
す
都
市
交
通
の
姿 

 

63 
 

  (4)  都心部まちづくりビジョン 

都心部まちづくりビジョン（令和４年２月策定）では，NCC の形成をより一層推進するた

め，ライトラインを基軸とした公共交通ネットワークと一体となった目指す都心部の姿を描

いています。主な取組の方針として，ライトラインなど公共交通の充実による人・交通の流

れ，環境変化を見据え，街なかを人中心で居心地が良いことで歩きたくなる，都市空間へ

と転換することで，まちの価値の向上などを図るウォーカブルなまちづくりを推進すること

としています。 

 

■ エリア別の将来像  
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 3.2  目指 す都 市 交通 の将来 像  

令和 32（２０５０）年頃の都市交通の姿 【交通未来都市うつのみや】 

 

① 東西基幹公共交通としてライトラインが整備され，誰もが移動しやすい階層性のある公

共交通ネットワークが形成されている。 

② 拠点間を結節する幹線バス路線が整備され，都心部と郊外部など地域間の移動が円滑

にできる交通環境が確保されている。 

③ 地域の特性に応じた地域内交通が整備され，各地域での買い物や通院などの日常生活

や地域活動等に活用できる移動手段が確保されている。 

④ トランジットセンターやモビリティハブが整備され，交通系 IC カード等の活用により運

賃負担の面でもシームレス化が進むことで，ライトライン，バス路線，地域内交通，タクシ

ー，自動車，自転車などの交通手段の円滑な乗り継ぎ・乗り換え環境が確保されてい

る。 

⑤ バリアフリー化された安全な歩行空間や自転車走行空間が整備されることで車中心か

ら人間中心のまちづくりに移行し，子どもから高齢者まで，誰もが安心して道路を利用

できる。 

⑥ 地域間の移動を支える道路ネットワークが整備され，快適な都市生活のための基盤が

整備されている。 

⑦ 新幹線や鉄道，高速道路などの周辺自治体との間の移動を支える交通ネットワークが

整備され，地域間の連携や人々の交流が促進されている。 

⑧ 交通 DX の活用により，公共交通の利用者にとっての利便性の向上と交通事業者にと

っての事業性の向上が両立している。 

⑨ 公共交通分野に閉じることなく，分野を超えて，関係者全員で移動を支援するためのヒ

ト・モノ・カネ・情報の連携が進んでいる。 

⑩ 公共交通を利用することの楽しさ・便利さ・格好良さが市民に浸透し，目的に応じて自

動車と公共交通を適切に使い分けするライフスタイルが浸透している。 

⑪ ゼロカーボントランスポートにより「環境にやさしいまち」を実現している。 
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第4章  将来像の実現に向けた課題の整理 

スーパースマートシティの実現に向けて，総合計画に位置付けられた政策の柱ごとに，こ

れまで取 り組 んできた「NCC 形 成 の状 況 」を踏 まえつつ，「時 代 潮 流 の変 化 」や「Well-

Being 指標等からみた特徴」を考慮して，「移動から見た課題」及び「取組テーマ」を次のと

おり設定します。 
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NCC形成の状況 移動から見た

課題 取組テーマ 時代潮流の変化 
Well - Being 指標等 

から見た特徴
（配慮事項） 

• 高齢者 ・障がい者 
等の外出促進 ・社

会参加を支援する 
移動手段の提供 , 
バリアフリー化の

推進

• 医療 ・保健サービ 
スを受けるための

交通手段の確保

• 市民の健康増進

を促す徒歩と公共

交通 ・自転車など 
を中心とした移動

環境の充実

健
康 
・ 

福
祉 
・ 

医
療 

市民一人一人の 
健康づくり・

支える移動環境の 
実現

• 地域内交通の

導入に伴う地
域内移動の利
便性向上

• 障がい者に
とって公共交
通が不便

• 一部地域にお 
ける高次医療
施設等へのア 
クセス性

• 高齢化の更な

る進展と独居
高齢者の増加 

• 高齢者の出控 
え

• 要支援 ・要介
護者 ， 障 がい 
者の増加 

• 世帯内での高
齢者等の送迎 
負担 

• 運転免許証自 
主返納者の増 
加 

• 医療機関が充

実
• 健康寿命の向

上

• 主観的健康観
の向上

青：推進要因／ 赤：課題要因／ 黒：推進・課題いずれにもなり得る要因

• 自動車への過度

の依存 や ，運転 を
強いることのない

移動手段の確保 ・

充実

• ハード ・ソフト両面 
からの安全 ・安心 
な交通環境の整

備

• 日常のシーンやラ

イフステージなど 
に応じて選択でき

る移動手段の充

実

• 地域主体での移

動手段の検討 ・充

実とコミュニティ

活性化

みんなの

協力のもとで 
安心して

外出ができる

移動環境の実現 

• 地域内交通の
導入に伴う地

域内移動の利
便性向上

• 地域内交通で

対応できない
ニーズへの対
応

• 単身世帯の増 
加に伴う地域 
での支え合い 
強化の必要性 

• 女性 ， 高齢者

や障がい者等
の社会進出の 
ための環境整 
備 

• 高齢者による 
交通事故の 増

加 ，自転車 に
よる事故割合 
の増加 

• 若年層の地域 
活動への参加
率の低さ 

• 世帯内での送
迎負担 

• 町内での助け
合い・ 意見を受 
け入れる雰囲
気の醸成

• 安心・ 安全な交 
通環境の構築

社会参加を 

安 
心 
・ 

協
働 
・ 

共
生 
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産

業

・ 

環

境
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 4.1  移動 から見た課題 の整理  

総合計画に位置付けられた政策の柱ごとに，「移動から見た課題」を以下の通り整理しま

した。 

 

  ①  「都市空間・交通」における移動から見た課題 

・道路や公共交通，自転車，歩行空間等の交通施設やネットワークの整備に加えて，時代

潮流の変化を踏まえた多様な市民活動を支える実効的な交通サービスの充実 

・NCC の実現のため，広域幹線から支線で構成される階層性のある公共交通ネットワー

クの維持・充実 

・立地適正化計画に基づく良好な都市形成と連携し，都市機能や居住機能等の適正な

立地誘導を促すための，公共交通を中心とした移動手段の確保・適正化 

・都心部における人と公共交通を中心としたウォーカブルなまちづくりの推進 

 

  ②  「子育て・教育・学習」における移動から見た課題 

・子ども・親など，様々な立場の人々が，それぞれに自由に活動して社会参加することが

できるようにするための移動環境を充実 

・子どもの送迎などの負担を軽減するなど，多様な子育てを支援する移動サービスの充

実 

・公共交通や自動車，徒歩など，多様な交通手段の利用を考慮して，子連れでも安心して

移動できる交通環境の充実 

・公共交通･自転車での通学環境の改善・向上 

 

  ③  「健康・福祉・医療」における移動から見た課題 

・高齢者・障がい者等の外出促進・社会参加を支援するための，利用しやすい移動手段の

提供やバリアフリー化の推進 

・医療・保健サービスを受けるための通院・通所時などにおける交通手段の確保 

・市民の健康増進を促す徒歩と公共交通・自転車などを中心とした移動環境の充実 
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  ④  「安心・協働・共生」における移動から見た課題 

・自動車への過度の依存や，運転を強いることのない，自動車の代替となり得る移動手

段の確保・充実 

・ハード・ソフト両面からの安全・安心な交通環境の整備 

・日常のシーンやライフステージなどに応じて選択できる，多様な活動に対応した移動手

段の充実 

・郊外部等における地域主体での移動手段の検討・充実と，これらの活動を通じたコミュ

ニティの活性化 

 

  ⑤  「魅力・交流・文化」における移動から見た課題 

・観光施設・商業施設へのアクセシビリティの強化と，移動手段との連携による付加価値

の創出 

・ライトラインを活用したエリアブランディングの推進 

・来訪者，観光客，外国人など多様な人々の円滑な移動を促す交通サービスの充実 

・市内での周遊・滞在を喚起する，自動車以外の移動手段の充実 

 

  ⑥  「産業・環境」における移動から見た課題 

・産業拠点の機能強化や新たな産業拠点開発を支援する交通サービスの配置と通勤環

境の向上 

・公共交通・自転車の利用促進や交通 GX の活用による脱炭素の推進 

・公共交通・自転車による通勤環境の向上 
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 4.2  取組 テーマの設 定  

総合計画に位置付けられた政策の柱ごとに，「移動から見た課題」を解決するための「取

組テーマ」を次のとおり設定します。 

 

  ①  「都市空間・交通」における取組テーマ 

■多様な都市活動・市民生活を支える交通ネットワークの実現 

NCC の構築を推進し，多様な都市活動や市民生活を支えるため，移動の実態やニー

ズに応じて様々な交通手段を適材適所に配置し，これらを有機的にネットワークとして

接続することで，誰もが自由に移動できる環境づくりを目指します。 

 

  ②  「子育て・教育・学習」における取組テーマ 

■次世代を担う子どもや子育て世代に寄り添った移動環境の実現 

次世代を担う子どもたちの自立的な活動や，子育て世代の日常の活動にも配慮した，

子どもや子育て世代が負担や制約のない日常活動ができるような移動環境の充実を

目指します。 

 

  ③  「健康・福祉・医療」における取組テーマ 

■市民一人一人の健康づくり・社会参加を支える移動環境の実現 

外出の障壁を取り除き，さらには誘発することにより，市民の健康増進・フレイル予防

や社会参加に寄与する，公共交通や徒歩，自転車などを中心とした利用しやすい移動

環境の実現を目指します。 

 

  ④  「安心・協働・共生」における取組テーマ 

■みんなの協力のもとで安心して外出ができる移動環境の実現 

行政や交通事業者等による対応だけではなく，市民や目的施設等との連携や協力・共

助も取り入れて，これまでサービスが行き届いていなかった場所や利用シーン等に着目

し，安心して日常生活を営むことのできる移動環境の実現を目指します。 
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  ⑤  「魅力・交流・文化」における取組テーマ 

■地域資源や文化をつなぎ，多様な人々の交流を促進する移動環境の実現 

本市の魅力を高め，来訪者・観光客，市民など，多様な人々の交流と回遊・滞在を促進

するため，都市拠点と観光拠点等を有機的に結ぶとともに，おもてなしにも配慮した移

動環境の実現を目指します。 

 

  ⑥  「産業・環境」における取組テーマ 

■環境にやさしく，働きやすい社会を支える移動環境の実現 

カーボンニュートラルを前提とした移動環境へのシフトとともに，産業の定着・誘致を促

すため，通勤など就業者の日常移動にも十分に対応した移動環境の実現を目指します。 
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第5章  交通施策の基本的な方針 

 5.1  基本 理 念  

本市は自動車社会と言われて久しく，平日における移動の約７割，休日における移動の

約８割が自動車を利用するなど，自動車に過度に依存した状態となっておりますが，市民

のライフスタイルが多様化する中，今後の人口減少社会や少子超高齢社会においても，将

来にわたって持続的に発展していくためには，子どもや高齢者，障がい者などの自動車を

運転できない人であっても，誰もが自由に移動でき，豊かで便利に安心して暮らすことがで

きる環境が必要です。 

そのような中，本市では，集約型の都市構造である NCC を都市の将来像における基盤

として掲げており，その実現に向けては，都市のコンパクト化と合わせて，コンパクトにまと

まった各拠点を結ぶ交通ネットワークを充実させることが重要です。 

そのようなことから，公共交通ネットワークをはじめ，道路ネットワーク，自転車走行空間，

歩行空間などを適切に整備し，過度に自動車へ依存した状態から自動車と公共交通など

を適切に使い分けするライフスタイルへの転換を図るとともに，公共交通の脱炭素化を推

進することとし，交通ネットワークでまちとまちをつなぎ，そこに住む人々や来訪者などの活

発な交流を促進し，魅力と活気にあふれた潤いのある暮らしを創出します。さらに，NCC の

都市構造をいかし，「地域共生社会」，「地域経済循環社会」，「脱炭素社会」の３つの社会の

発展・融合を推進することで，市民の誰もが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続

けることができ，誰一人取り残さない社会を創造します。 

 

【基本理念】 

 

 

 

 

 

 

 

多様なライフスタイルを支え，誰もが移動を通して， 

より豊かで便利に安心して暮らすことができる 

「交通未来都市うつのみや」 
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 5.2  政策 アプローチ 

基本理念に基づき，地域特性に合った交通手段を「つくり」，それらの交通手段同士や目

的地施設を「つなぎ」，ライフスタイルに合わせて交通手段を「つかい」ながら，最新技術の活

用や分野の垣根を超えた連携・協働等により公共交通の活用場面を「ひろげる」ことにより，

目指す都市交通の将来像の実現に向けて取り組みます。 

 

 

 

子どもから高齢者まで，誰もが移動しやすく，また，災害の発生時などにおいても移動手

段が確保された，利便性が高く災害にも強い都市づくりを進めるため，都市のコンパクト化

や地域共生社会の実現などのまちづくりの取組と連携しながら，各地域の特性に応じて，

鉄道やライトライン，バス路線，地域内交通など，多様な公共交通の充実を図るとともに，

道路や自転車走行空間，歩行空間などの整備を進めます。 

 

 

 

誰もが自由に移動できるよう，多様な交通手段を円滑に乗り継ぎ・乗り換えできる環境

を整備するため，鉄道駅やトランジットセンターなどの交通結節点の整備に加え，乗り継ぎ

に配慮した公共交通のダイヤ編成や運賃負担の軽減など，ハード・ソフトの両面から交通手

段の連携を強化します。加えて，市民等の多様なライフスタイルの実現や新たな移動の価値

の創出に向け，目的地となる施設と公共交通ネットワークとの連携・協働を推進します。 

 

 

 

過度に自動車に依存した状態から脱却し，自動車と公共交通，自転車などを適切に使い

分けできる社会への転換を図るため，公共交通の運賃負担の軽減や運行時間帯の変更な

ど，運行サービスの質の向上により，誰もが公共交通を利用しやすい環境を整備します。加

えて，市民のライフスタイルに合わせた交通手段の提案やブランディングを通じ，市民の公

【基本方針１】 地域特性に合った交通手段を「つくる」 

【基本方針２】 交通手段間や目的地施設を「つなぐ」 

【基本方針３】 ライフスタイルに合わせて交通手段を「つかう」 
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共交通利用への意識転換に向けた取組を推進します。 

 

 

 

自動運転技術や電気自動車・燃料電池車などの科学技術の進歩を踏まえ，国やモビリテ

ィ関連企業等と積極的に連携しながら，新たな科学技術の交通分野への活用を検討します。

また，鉄道やライトライン，幹線バス路線などの本市と周辺市町とを結ぶ広域的な交通ネッ

トワークの充実を図るほか，分野の垣根を超えた連携・協働を推進するなど，公共交通の範

囲や可能性を拡げます。 

 

 

  

【基本方針４】 公共交通の活用場面を「ひろげる」 
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 5.3  交通 ネットワークの将来 の姿  

移動の「軸」として，各地域の特性に応じた階層的な公共交通ネットワークを構築すると

ともに，移動の利便性・快適性を向上させる道路ネットワークの整備を進めます。 

移動の「拠点」となる駅・トランジットセンター等の交通結節点の整備により，交通手段間

を円滑に乗り継ぐことができる環境を構築するとともに，まちづくりの核となる拠点として

も有効に活用します。 

■ 移動の「軸」と移動の「拠点」 
 

鉄道 
• 広域な都市間を結び大量輸送が可能な交通手段として，市内の都市交通との連携を図りま

す。 

ライトライン 

• ＪＲ宇都宮駅西側のライトライン延伸について，大谷観光地付近までを検討区間とし，検討区

間の内，宝木町 1 丁目・駒生町 1 丁目（教育会館付近）までを整備区間として，２０３０年代前

半の開業を目指し取り組みます。 

• 開業した駅東側区間については，サービスの更なる充実化による利便性向上を図ります。 

幹線バス路線 
• 都市拠点と各拠点を結ぶ幹線バス路線などの「NCC 形成に資する路線」については，オフピ

ークの時間帯でも 30 分に 1 本程度のサービス水準の確保を目指すとともに，サービスの更

なる充実化による利便性向上を図ります。 

支線バス路線 
• 鉄道やライトラインなどと接続する支線バス路線について，郊外部の都市機能や人口の集積

の状況，移動の実態などを踏まえながら，維持・充実を図ります。 

地域内交通 
• 各地区の運営組織により運行されている地域内交通について，より幅広い層に利用しやすく

なるよう，維持・充実を図ります。 
• 未導入地区については，移動特性やニーズを踏まえ，サービスの導入を検討・推進します。 

タクシー • 乗合輸送によるサービス展開が難しい個別需要等への対応を中心に，維持・充実を図ります。 

自転車・ 

ﾊﾟｰｿﾅﾙﾓﾋﾞﾘﾃｨ 
• 公共交通機関を補完する面的な移動を支援するサービスとして，維持・充実を図ります。 

  

道路ネット 

ワーク 

• 都市の骨格をなす幹線道路の維持・充実を図るとともに，広域の移動を円滑にする（仮称）大

谷スマートインターチェンジなどを整備します。 
• 都心部の限りある空間を有効に活用し，人と様々な交通が共存し，円滑に移動しながら，街な

かのにぎわいづくりに繋げていくための街路空間の使い方・デザインを見直します。 
 

土地利用と

の関係 
• 都心部と郊外部の拠点などを結ぶ交通ネットワークを強化するとともに，居住誘導区

域における人口集積の状況などに応じて，公共交通ネットワークの充実を図ります。 
 

交通結節点（駅・ト

ランジットセンタ

ー，モビリティハ

ブ等） 

• ライトラインの沿線にトランジットセンターを整備し，ライトラインやバス路線，地域内交通，タク

シー，自動車，自転車等の交通手段を円滑に乗り継ぐことができるように連携を強化します。

また，ライトライン各停留場等において，まちづくりの核となる新たな拠点として，交流機能，

サービス機能等の様々な機能を整備します。 

• 郊外部の地域拠点等において，複数の交通手段間を快適に乗り継ぐことができるよう，待合

環境等を整備します。また，シェアリングサービス等も含めた多様なモビリティの接続・乗り継

ぎのポイントとなる「モビリティハブ※」の整備を進めます。 

 

 

移
動
の
「
軸
」 

移
動
の
「
拠
点
」 

※モビリティハブ・・・シェアリングサービス等も含めた多様なモビリティの接続・乗り継ぎのポイントとなる施設。各交通手段の

接続・乗り継ぎだけでなく，宅配ボックスやコミュニティスペースなど，生活サービスの提供拠点としての機能などを備える事例

も存在 
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■ 交通ネットワークの将来の姿  
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第6章  戦略的な施策・事業 

 6.1  基幹 事 業・協働 事 業 の設 定  

「都市空間・交通」の維持・充実を直接的に推進する施策事業については，「基幹事業」と

して本計画に基づき強力に推進します。その他の政策分野との連携・協働を通じて，整備さ

れた「都市空間・交通」の活用を推進する施策事業については，「協働事業」として各政策分

野の上位・関連計画との協働の中で推進します。 

施策事業の見直しに当たっては，学生や子育て世代，高齢者，障害者など様々な層の社

会参加の促進に資する施策事業も拡充し，誰一人取り残さない多様性を考慮した「インク

ルーシブな都市」の実現に貢献する点に特に留意します。 

 

■ 基幹事業と協働事業  

 

 

 

  



第
６
章 

 

戦
略
的
な
施
策
・事
業 

 

78 
 

 6.2  具体 的な施 策事 業  

具体的な施策事業は，以下に示す通りです。 

 

 取組テーマ 施策事業（赤：前期計画から追加／青：内容を精査の上継続／黒：継続） 

 

多 様 な 都 市 活

動 ・ 市 民 生 活

を 支 え る 交 通

ネ ッ ト ワー ク の

実現 

NCCを支える公共交通ネッ

トワークの形成を推進する

【つくる】 

ライトラインの駅西側整備・駅東側の利便性向上 

バス路線の再編・拡充 

地域内交通の導入・利便性の向上 

市街地部における生活交通の確保 

公共交通や自動車が円滑に

通行できる幹線道路等を整

備する【つくる】 

幹線道路の整備 

スマートインターチェンジの整備 

ウォーカブルなまちづくり

を推進する【つなぐ】 

安全・安心な歩行空間や自転車走行空間の整備 

都心部における駐車場の適正配置とまちなか周縁部

への自動車交通の円滑な誘導 

都心部などにおける次世代モビリティ等の導入 

多 様 な 交 通 手 段 の 乗 り

換え環境を整備する 

【つなぐ】 

乗り継ぎ・乗り換え拠点の整備（トランジットセンター，

モビリティハブ） 

鉄道駅周辺の交通環境の整備 

交通機関間の乗り継ぎ利便性の向上 

公共交通の運賃負担の軽減（交通系 IC カード等の活用） 

公共交通を活用したライフ

スタイルを提案する 

【つかう・ひろげる】 

全市的な公共交通利用促進策等の展開 

移動利便性の更なる改善と

持続性の確保の両立を図る

【ひろげる】 

交通 DX の活用（乗り継ぎ割引を反映した情報

提 供 ，地 域 内 交 通 の予 約 配 車 システムの利 便 性

向上等） 

 

次 世 代 を 担 う

子 ど も や 子 育

て 世 代 に 寄 り

添 っ た 移 動 環

境の実現 

子ども・子育てに関する場

に行きやすくする【つなぐ】 

子育て・教育・学習に使いやすいバス・地域内交通の 

サービス見直し 

送迎保育ステーションの維持・充実  

子育てタクシー導入支援  

ファミリーサポートセンター事業の推進  

次世代を担う層による公共

交通の利用促進を図る 

【つかう】 

児童・生徒，移住者を対象としたモビリティ・マネジメン

ト施策の推進 

 

市 民 一 人 一 人

の健 康 づくり・

社 会 参 加 を 支

え る 移 動 環 境

の実現 

高齢者・障がい者の外出機

会を増やす【つかう】 

交 通 施 設 ・公 共 交 通 車 両 のバリアフリー化 の推 進  

高齢者外出支援事業の推進 

障がい者交通費助成事業の推進 

外出機会を増やし健康づく

りを支える【つかう】 
健康ポイント事業の推進 

医療・保健サービスの提供

機会を確保する【つなげる】 

健康増進・通院に使いやすいバス・地域内交通のサー

ビス見直し 

 

 

都

市

空

間 

・ 

交

通 

子

育

て 

・ 

教

育 

・ 

学

習 

健

康 

・ 

福

祉 

・ 

医

療 
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 取組テーマ 施策事業（赤：前期計画から追加／青：内容を精査の上継続／黒：継続） 

 

み ん な の 協 力

の も と で 安 心

し て 外 出 が で

き る 移 動 環 境

の実現 

生活交通の利便性改善をみ

んなで進める【つくる】 

地域内交通の導入・利便性の向上（再掲） 

市街地部における生活交通の確保 （再掲） 

「みんなで創る公共交通」の推進  

安全・安心な交通環境を整

備する【つかう】 

交通安全に関する市民意識啓発の推進 

安全運転支援技術等の公共交通への活用 

 

地 域 資 源 や 文

化 をつなぎ，多

様 な 人 々 の 交

流 を 促 進 す る

移 動 環 境 の 実

現 

日常・観光移動における利

便性改善を進める【つかう】 

情報発信の充実化を図る 

公共交通の案内サインの充実 

バスの方面別系統番号の導入 

企画乗車券の充実 

情報通信技術を活用したおもてなし環境づくり 

宇都宮版「MaaS」の推進 

移動自体の楽しさを提案す

る【ひろげる】 
「乗って楽しい公共交通」の推進 

 
環 境 に や さ し

く，働 きやすい

社 会 を 支 え る

移 動 環 境 の 実

現 

地域産業との連携を進める

【ひろげる】 

多様な働き方を支える移動サービス・移動拠点の充実 

モビリティ産業等の重点振興産業との連携促進 

職場モビリティ・マネジメントの推進 

脱炭素化ゼロカーボン 

ムーブの推進【ひろげる】 

バス・タクシーへのゼロエミッション車の導入推進 

ゼロカーボントランスポートの推進 

  

安

心 

・ 

協

働 

・ 

共

生 

魅

力 

・ 

交

流 

・ 

文

化 

産

業 

・ 

環

境 
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  (1)  多様な都市活動・市民生活を支える交通ネットワークの実現 

  ①  目的 

多様なライフスタイルを支え，移動を通して，より豊かで便利に安心して暮らすことができ

るよう，NCC のまちづくりの取組と連携しながら，各地域の特性に応じて，鉄道やライトラ

イン，バス路線，地域内交通など，多様な公共交通の充実を図るとともに，幹線道路や自転

車走行空間，歩行空間などの整備を進めます。 

 

  ②  施策事業 

ＮＣＣを支援する公共交通ネットワークの形成を推進する 【つくる】 

 

① ライトラインの駅西側整備・駅東側の利便性向上 

 高い輸送力や定時性などを備え，人や環境にやさしく，産業の振興や沿線地

域の活性化など，将来のまちづくりに多くの効果が期待できるライトラインに

ついて，東西基幹公共交通として，JR 宇都宮駅西側へ延伸します。 

 令和５年８月に開業した JR 宇都宮駅東側においては，運行サービスの更なる

充実など，利便性向上を図ります。 

■ ＪＲ宇都宮駅西側の停留場配置イメージ 
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■  ＪＲ宇 都 宮 駅 西 側 ライトラインの導 入 イメージ  ■ ＪＲ宇 都 宮 駅 東 側を運 行 するライトライン 

 

 

 

 

② バス路線の再編・拡充 

 公共交通空白地域 を解消するとともに，都心部と各地域の拠点 などの拠点

間の移動の利便性を高めるため，ライトラインや地域内交通と連携し，役割分

担しながら，バス路線の再編・拡充や既存 バス路線の運行サービスの向上を

図り，ライトラインや地域内交通と連携した効率的なバスネットワークを構築し

ます。 

■ ＪＲ宇都宮駅西側へのライトライン導入と合わせた再編イメージ（令和５年８月公表） 
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■ 駅西側ライトライン延伸時のバス路線再編イメージ 

 

 

③ 地域内交通の導入・利便性の向上 

 郊外部 における通院 や買い物 ，通学，子育 てなどの日常生活の足として，乗

合タクシーなどにより，地域を面的にカバーする地域内交通の導入を推進しま

す。 

 また，既に導入済みの地区においては，ライトラインやバスなどの他の交通手

段との連携を強化するとともに，各地域の移動ニーズや移動課題などを踏ま

えながら，運行計画等の見直しを図るなど，更なる利便性の向上を図ります。 

■ 地域内交通の利用可能エリア 

 

出典)宇都宮市公共交通利用促進パンフレット「乗ろうよ！」 
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④ 市街地部における生活交通の確保 

 市街地部における通院や買い物などの日常生活の足として，バス路線やタク

シーなどの既存の公共交通と役割分担しながら，各地域の特性を踏まえた生

活交通を確保します。 

 市街地部における地域内交通の導入にあたっては，新たな運行方式の導入や

複数地区による共同運行なども視野に入れながら，実証実験を行うなど，市

街地における地域内交通の導入促進に取り組みます。 

■ 市街地部における生活交通の対応方針  

 

出典)宇都宮市 市街地部における生活交通確保ガイドライン
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公共交通や自動車が円滑に通行できる幹線道路等を整備する 【つくる】 

 

① 幹線道路の整備 

 自動車はもとより，バス路線や地域内交通などの公共交通による移動を円滑

化するため，都市の骨格を成す３環状１２放射からなる幹線道路をはじめ，拠

点間を結ぶ道路ネットワークを整備します。 

■ 都市計画道路 3・3・105 号  
（産業通り） 全線開通  

■ 国道 119 号（宇都宮環状北道路） 
立体化  

 

 

 

 

② スマートインターチェンジの整備 

 市民や来訪者などの交通利便性の向上や防災機能の強化，さらには地域振

興を図るため，スマートインターチェンジを整備します。 

■ 大谷スマートインターチェンジ完成イメージ 
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ウォーカブルなまちづくりを推進する 【つなぐ】 

 

① 安全・安心な歩行空間や自転車走行空間の整備 

 自転車が安全に走行できるよう，自転車専用通行帯や矢羽根型路面表示な

どによる自転車走行空間を整備します。 

 また，自転車走行空間の整備により歩行者と自転車を適切に分離することや，

歩道沿いなどにベンチ等の休憩スポットを整備するなど，歩行者の安全性向

上と歩いて出掛けやすいウォーカブルな環境の整備を図ります。 

■ 自転車専用通行帯  ■ 矢羽根型路面標示  ■  ウォーカブルな歩行環 境  
【R4 年 度 馬 車 道 通 りでの社 会 実 験 の様 子 】 

   

 

②  都心部における駐車場の適正配置とまちなか周縁部への自動車交通の円滑な誘導 

 大通りやオリオン通りなどの商店街が集積する，人が滞在しやすいエリアや，

自動車交通の骨格として郊外からアクセスしやすい都心環状線など，都心部

の特性を踏まえたウォーカブルな空間の形成に向けて，駐車場の適正配置と

まちなか周縁部への自動車交通の円滑な誘導を図ります。 

■ 都心部における目指す街路空間の使い方  

 

出 典 )宇 都 宮 市  （仮 称 ）都 心 部 まちづくりプラン（素 案 ）
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③ 都心部などにおける次世代モビリティ等の導入 

 市民や来訪者などの移動の利便性を高めるため，鉄道駅やライトライン停留

場などから目的地までのラストワンマイルを支える交通手段として，また，中

心市街地や観光地などを周遊するための交通手段として，シェアリングサービ

スをはじめとした次世代モビリティ等を充実させます。 

■ 都 心 部 におけるシェアリングサー

ビスの実証実験（令和５年度） 
■ 大谷地域におけるグリーンスローモビリティ

の運行  

 

 

 
 

■ その他の次世代モビリティの例  

  
出 典 ）トヨタグローバルニュースＨＰ・トヨタ自 動 車 株 式 会 社  
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多様な交通手段の乗り換え環境を整備する 【つなぐ】 

 

① 乗り継ぎ・乗り換え拠点の整備  

 多様な交通手段が連携した利便性の高い公共交通ネットワークを形成するた

め，ライトラインとバス路線，地域内交通，タクシーなどの公共交通の「乗り継

ぎ」や，自動車や自転車などの交通手段間の「乗り換え」が想定される箇所に

おいて，円滑に乗り継ぎ・乗り換えができるトランジットセンターや，シェアリン

グモビリティなどの貸出拠点となるモビリティハブを整備します。 

■ 清原地区市民センター前トランジットセンター 

 
 

■ モビリティハブのイメージ 

 

出典)CoMoUK ホームページ 

 

（令和５年 8 月時点） 



第
６
章 

 

戦
略
的
な
施
策
・事
業 

 

88 
 

② 鉄道駅周辺の交通環境の整備  

 ライトラインの導入などを踏まえ，ＪＲ宇都宮駅西口や東武宇都宮駅などにお

いて，バス路線やタクシー，自動車などが円滑に通行できる環境や，鉄道やラ

イトライン，バス路線，タクシーとの乗り継ぎ，自転車などとの乗り換えが便利

な交通環境の整備に向けた取組を推進します。 

■ JR 宇都宮駅西口  ■ ＪＲ宇都宮駅東口整備後の利用状況  
（イベント実施時） 

 

 

 

 

③ 交通機関間の乗り継ぎ利便性の改善 

 郊外部の各地域内での移動を支える地域内交通と，郊外部と都心部の間の

移動を支える幹線バス路線の乗り継ぎが想定されるバス停留所において，上

屋やベンチなどを設置し，快適な待合環境を整備します。 

■ totra による乗り継ぎイメージ 
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■ 各移動手段の乗り継ぎイメージ 

 

 

④ 公共交通の運賃負担の軽減（交通系 IC カード等の活用）  

 公共交通の利便性の向上や，乗り継ぎの負担を軽減するため，公共交通を乗

り継ぐ際の運賃を割り引くことやバス路線の運賃に上限を設定するなど，公

共交通利用にかかる運賃負担を軽減します。 

■ バスの上限運賃制度及び乗継割引制度  

 

出典)宇都宮市公共交通利用促進パンフレット「乗ろうよ！」 
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公共交通を活用したライフスタイルを提案する 【つかう・ひろげる】 

 

① 全市的な公共交通利用促進策等の展開 

 日常生活の移動を支える公共交通の持続・充実・発展に向けて，全市的なプ

ロモーションの展開やモビリティ・マネジメント等を推進し，「選択的に公共交

通を利活用する機運」や「公共交通を使い・支える機運」の醸成を図ります。 

■ Move Next Utsunomiya ロードマップ 
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移動利便性の更なる改善と持続性の確保の両立を図る 【ひろげる】 

 

① 交通 DX の活用 

 公共交通機関間の乗り継ぎ割引を反映した情報提供，地域内交通の予約配

車システムの利便性向上など，ＡＩ，ＩｏＴ等のデジタル技術を用いてデジタル・

トランスフォーメーション（ＤＸ）を推進します。 

 ＩＣカードデータ等を活用し，より効果的な交通施策の立案や，他分野との連

携などの取組を推進します。 

■ ライトライン＆バス経路探索サービス 乗ろうよ！ナビ 

 
出典)宇都宮市公共交通利用促進パンフレット「もっと乗ろうよ！」 

 

■ 地域内交通予約・配車システムの導入  
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  (2)  次世代を担う子どもや子育て世代に寄り添った移動環境の実現 

  ①  目的 

人口減少・人口構造の変化に対応できる少子化対策や将来の宇都宮を担う若年層に選

ばれるまちづくりを推進するため，子育て世帯にとって利用しやすいバス・地域内交通や，

多様なモビリティサービスを利用できる環境の整備を進めます。 

 

  ②  施策事業 

子ども・子育てに関する場に行きやすくする 【つなぐ】 

 

① 子育て・教育・学習に使いやすいバス・地域内交通のサービス見直し  

 子ども・親など，それぞれが自由に社会参加できる移動環境を実現するため，

子育て・教育・学習に配慮したバス・地域内交通の運行ダイヤを編成します。 

 

■ 地域内交通  ■ 路線バス 
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② 送迎保育ステーションの維持・充実 

 子育て世帯における同居家族等による送迎の負担を軽減し，子ども・親の社

会参加を促進させるため，送迎保育ステーションの維持・充実を図ります。 

■ 送迎保育ステーションの利用イメージ  

 

■ 送迎保育ステーションの施設・送迎の様子  
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③ 子育てタクシー導入支援  

 子どもの通園や習い事等への送迎，妊婦の健診や陣痛時の産院までの送迎

など，子どもや子育て家庭の移動をサポートするため，「子育てタクシー」の導

入を支援します。 

■ 子育てタクシー利用イメージ 

 

 

 

 

 

出 典 )一 般 社 団 法 人 全 国 子 育 てタクシー協 会  
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④ ファミリーサポートセンター事業の推進 

 子どもの送迎や預かりなど，子育てに関する支援を必要としている市民を，子

育ての支援をしたい市民が援助をするファミリーサポートセンター事業を推進

します。 

 

■ 宇都宮市ファミリーサポートセンター事業  

   

 

次世代を担う層による公共交通の利用促進を図る 【つかう】 

 

① 児童・生徒，移住者を対象としたモビリティ・マネジメント施策の推進 

 移動目的に応じて，自動車と公共交通，自転車などを適切に使い分けする社

会の実現に向けて，様々な機会を捉えて，児童・生徒，移住者を含む市民への

意識啓発を実施し，自動車から公共交通利用への転換を促進します。 

■  totra 完 全 攻 略 マニュアル  ■ バスの乗り方教室  ■ totra 出前講座  
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  (3)  市民一人一人の健康づくり・社会参加を支える移動環境の実現 

  ①  目的 

障がいの有無などに関わらず，子どもから高齢者まで，誰もが生きがいを持ち，元気でい

きいきとしながら，住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるよう，市民一人一人の健

康づくりや社会参加を支える移動環境を実現するため，市民の外出促進に寄与する施策

を推進します。 

 

  ②  施策事業 

高齢者・障がい者の外出機会を増やす 【つかう】 

 

① 公共交通車両・交通施設のバリアフリー化の推進 

 子どもから高齢者，障がい者まで，誰もが利用しやすい交通環境を整備する

ため，鉄道駅やトランジットセンターなどの交通施設や，ライトラインをはじめと

した公共交通車両などのバリアフリー化を図ります。 

 

■ ライトライン停留場でのスロープ設置  ■ ＵＤタクシー 
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② 高齢者外出支援事業の推進  

 高齢者の外出の促進や健康づくり，自分らしい生き方の実現のため，バスや

地域内交通，ライトラインの乗車時に活用できる高齢者外出支援事業を推進

します。 

 

■ 高齢者外出支援事業  

 

 

③ 障がい者交通費助成事業の推進 

 障がい者の社会参加の促進を図るため，バスやタクシー，地域内交通やライト

ライン等を利用する場合において，交通費の一部を市が助成する障がい者交

通費助成事業を推進します。 

 

■ 障がい者交通費助成事業  
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外出機会を増やし健康づくりを支える 【つかう】 

 

① 健康ポイント事業の推進 

 市民の運動習慣のきっかけづくりとして，日常的な外出機会の中で，「歩く」・

「自転車に乗る」などの活動に対しポイントを付与し，貯まったポイントに応じ

てサービスや特典が受けられる健康ポイント事業を推進します。 

■ うつのみや健康ポイント 

  

 

医療・保健サービスの提供機会を確保する 【つなげる】 

 

① 健康増進・通院に使いやすいバス・地域内交通のサービス見直し 

 高齢者・障がい者等の医療・福祉施設へのアクセス性の向上を図るため，鉄道

やライトラインのダイヤを踏まえ，乗り継ぎに配慮したバス・地域内交通の運行

ダイヤを編成します。 

■ 地域内交通  ■ 路線バス 
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  (4)  みんなの協力のもとで安心して外出ができる移動環境の実現 

  ①  目的 

公共交通やまちの価値の向上に向けて，「交通」だけに閉じず，市民や目的地となる施設

など多様な主体と分野の垣根を超えて連携・協働する取組を推進していくとともに，交通

安全の意識啓発の推進に加え，安全運転支援技術等を公共交通に活用するなど，誰もが

公共交通を安心して利用できる取組を推進します。 

 

  ②  施策事業 

生活交通の利便性改善をみんなで進める 【つくる】 

 

① 地域内交通の導入・利便性の向上【再掲】 

 詳細は 82 ページ参照 

 

② 市街地部における生活交通の確保 【再掲】 

 詳細は 83 ページ参照 
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③ 「みんなで創る公共交通」の推進  

 目的地となる施設における提供サービスと公共交通サービスの連携により，

外出の更なる促進を支援します。交通結節点については，子どもから高齢者

までのコミュニティスペースとして活用できるよう，都市サービスとの連携を推

進します。 

 公共交通を「みんなで創る」ことを通じ，地域のにぎわいの創出や地域内経済

循環社会の構築，公共交通やまちの価値の向上を図ります。 

■ みんなで創る公共交通の事業展開イメージ  
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安全・安心な交通環境を整備する 【つかう】 

 

① 交通安全に関する市民意識啓発の推進  

 自動車はもとより，自転車や徒歩における交通ルールの周知・徹底を図 るな

ど，市民に対する意識啓発を推進します。 

 また，ライトラインの開業を踏まえ，軌道敷に関する交通ルール等について，市

民を対象に分かりやすく周知します。 

■ プロチーム自転車教室  ■ ライトライン導 入 後 の交 通 ルールの

動画による周知  
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② 安全運転支援技術等の公共交通への活用 

 国のＳｏｃｉｅｔｙ５．０やスマートシティの実現に向けた，自動運転や公共交通全

体のスマート化の方針を踏まえ，バス路線や地域内交通などの公共交通への

自動運転や安全運転支援技術の導入により，運行サービスや安全性の向上

を図ります。 

■ 自動運転技術の現状と目標  

 

出 典 )国 土 交 通 省  自 動 車 局  自 動 運 転 の実 現 に向 けた取 り組 みについて 

 

■ 宇都宮市における自動運転実証実験の様子  

 

出典)栃木県プロジェクト ABC 自動運転バスチャレンジ 
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  (5)  地域資源や文化をつなぎ，多様な人々の交流を促進する移動環境の実現 

  ①  目的 

餃子やジャズ，カクテル，大谷地域，プロスポーツなど本市固有の魅力的な地域資源や文

化をつなぎ，市民や事業者，関係団体などの多様な主体の交流を促進する移動環境を実

現するため，来訪者にとって分かりやすい情報発信の充実化や，移動そのものを楽しめる

仕掛けづくりを推進します。 

 

  ②  施策事業 

日常・観光移動における利便性改善を進める 【つかう】 

 

① 情報発信の充実化を図る 

 デジタルを活用し，鉄道駅やライトライン停留場，主要なバス停留所などにお

いて，公共交通の運行状況などの情報を提供するとともに，ホームページやア

プリなどを活用して，自宅などからでも運行情報を確認できるようにします。 

■ デジタルサイネージを活用した 
乗り場案内（ＪＲ宇都宮駅西口） 

■ 多言語による情報発信  
（ＪＲ宇都宮駅西口） 
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② 公共交通の案内サインの充実 

 近年，増加している外国人観光客などに対応するため，鉄道駅や主要なバス

停留所，観光施設等において，あらゆる言語に対応できる，数字や記号を用

いた分かりやすい案内サインを設置します。 

■ 案内サインイメージ（現行計画） 

 

 

③ バスの方面別系統番号の導入 

 バスの系統ごとの行き先や経由地が分かりやすくなるよう，市内のバス事業

者で統一した，行き先の方面別の系統番号を導入します。 

■ 案内サインイメージ（現行計画） 
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④ 企画乗車券の充実 

 観光客をはじめとした来訪者が公共交通等を使うことで，便利に，より市内の

魅力を満喫できるよう，１日乗車券などの企画乗車券を充実させます。 

■ 企画乗車券の例  

   

出 典 ) 関 東 自 動 車 株 式 会 社       

  

  
出 典 ) 宇 都 宮 市  
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⑤ 情報通信技術を活用したおもてなし環境づくり 

 国内外からの観光客をはじめとした来訪者の増加を踏まえ，イベント等の来場

者輸送におけるバス路線やタクシーなどの公共交通の効果的に活用します。 

 情報通信技術を活用し，観光案内情報の提供を含む接遇の向上を図るとと

もに，快適な車内環境を整備するなど，おもてなしの向上を図ることや，公共

交通利用におけるポイント制度など，日常的な利用者に対するサービス向上

を図ります。 

■ おもてなしセミナーの様子  

  

 

■ totra の交通ポイント制度  

 

 

  



第
６
章 

 

戦
略
的
な
施
策
・事
業 

 

107 
 

⑥ 宇都宮版「MaaS」の推進 

 今後の少子高齢化や，国のＭａａＳ導入に向けた動きなどを踏まえるとともに，

将来的なモバイル totra の導入可能性も見据えながら，宇都宮版「MaaS」の

導入を推進します。 

■ 宇都宮版 「MaaS」の推進イメージ 
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移動自体の楽しさを提案する 【ひろげる】 

 

① 「乗って楽しい公共交通」の推進 

 「移動すること自体の楽しさ」に着目し，車両や交通結節点の魅力向上につな

がる取組 ，移動中限定のコンテンツの工夫 ，移動すること自 体を目的化する

取組を通じ，公共交通による移動総量の拡大を図ります。 

 「公共交通で地域をどう変えるか」という視点から，公共交通をきっかけとし

たまちの発展・地域の活性化を推進します。 

■ 貸切運行  ■ 企画バス 
（プロスポーツとの連携） 

■ 企画バス 
（健康づくり） 

   

出 典 )〔左 図 〕富 山 地 方 鉄 道 株 式 会 社   〔中 図 ・右 図 〕 進 ・宇 宙 一 面 白 い公 共 交 通 を目 指 すプロジェクト/ 

両 備 グループ 

 

■ ラッピング車両  ■ グリーンスローモビリティ

等との連携  
■ インスタ映えするバス停  

 

  

出典) 〔右図〕葉山市 
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  (6)  環境にやさしく，働きやすい社会を支える移動環境の実現 

  ①  目的 

本市の持つ資源や強み，ポテンシャルを活かし，新たな消費や企業による投資を呼び込

み，多様な産業を持続的に発展させるため，多様な働き方を支える移動サービス等の充実

や地域産業との連携促進に取り組むとともに，脱炭素社会や循環型社会の構築に向けて，

交通分野から生じる温室効果ガスの削減に寄与する施策を推進します。 

 

  ②  施策事業 

地域産業との連携を進める 【ひろげる】 

 

① 多様な働き方を支える移動サービス・乗り継ぎ拠点の充実 

 女性や高齢者をはじめ，様々な人が多様な働き方を実現できるよう，ライトラ

インやバスのサービス充実を図るとともに，乗り継ぎ拠点となるトランジットセ

ンターやモビリティハブやその周辺における利便性の向上を図ります。 

■ ライトラインとトランジットセンター ■ 路線バス 
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② モビリティ産業等の重点振興産業との連携促進  

 「モビリティ産業」，「情報通信産業」等の集積を図るため，実装に向けた社会

実験のフィールド提供など，連携体制を構築しやすい環境づくりを推進します。 

■ 宇都宮市における自動運転実証実験の様子  

 

出典）栃木県プロジェクト ABC 自動運転バスチャレンジ 

 

③ 職場モビリティ・マネジメントの推進  

 自動車通勤者が週１回などできる範囲で，通勤手段を徒歩・自転車・バス・電

車・ライトラインなどの環境に優しい公共交通に変える行動を促進させるため，

エコ通勤優良事業者の募集，参加企業名を掲載したラッピングバスの運行な

ど，職場モビリティ・マネジメントを推進します。 

■ エコ通勤優良事業者の募集  ■ 参加企業名を掲載したラッピングバス 
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脱炭素化を推進する 【ひろげる】 

 

① バス・タクシーへのゼロエミッション車の導入推進  

 温室効果ガスの排出を抑制し，環境にやさしい持続可能な社会を実現するた

め， バスやタクシーなどの公共交通車両への電気自動車や燃料電池車等の

ゼロエミッション（排出ガスゼロ）車両の導入を推進します。 

■ ゼロエミッション車両  

 

               出 典 ：関 東 自 動 車 株 式 会 社  

 

② ゼロカーボントランスポートの推進 

 ＳＤＧｓやスマートシティの実現などを見据え，低炭素なまちづくりを推進する

ため，ライトライン沿線をモデルエリアとして，トランジットセンターなどの交通

結節点の低炭素化を図るとともに，ライトラインの支線バスの車両において，

電気バスなどの普及促進や市内の再生可能エネルギーを公共交通に供給す

るなどして，ゼロカーボントランスポートの実現を目指します。 

■ ゼロカーボントランスポート ■ 脱炭素モデルイメージ 
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 6.3  将来 イメージ 

具体的な施策事業を推進することで，市民の生活がどのように変化するのか，ライトライ

ンのＪＲ宇都宮駅西側延伸時 2030 年代前半を想定し，通勤・通学，買い物，通院・外食，

余暇の４つのシーンごとに将来イメージを示します。 

  (1)  通勤・通学 

■ モデル：福田さんの場合  ■ モデル：めいちゃんの場合  

 

＜これまで＞ 

子 ど も の 送 迎 等 で 忙 し く ，

地 域 活 動 になかなか参 加 で

きない… 

＜2030 年代前半＞ 

子 育 てに活 用 できる移 動 手

段 が 充 実 し た の で ， 車 か ら

公 共 交 通 での通 勤 に切 り替

え。移 動 の時 間 も有 効 に活

用 できるようになって，自 分

の時間 が持てるようになり，

地域活動に積極的に参加 ！  

 

 

＜これまで＞ 

まちなかの英会話スクール

に通 うため，お母 さんは仕

事 を途 中 で抜 けて，送 迎 し

てくれているけれど，たま

にスクールに遅 れてしまっ

たり，いつもお母 さん忙 し

そう… 

＜2030 年代前半＞ 

子 育 てタクシーを利 用 して

一 人 でも習 い事 に安 心 し

て通 えるようになって，ス

クールがより楽 しくなった

し，お母さんも嬉しそう！ 
 

■ 通勤・通学の将来イメージ 

 

送迎保育ステーションを

通じて保育所等へ送迎 

子育てタクシーを利用して 

子どもだけでまちなかへ 

習い事 

バス路線の再編・拡充， 

移動サービスの充実 

 40 歳 男性 

 妻と子供２人 

 市街地部に住む 

 8 歳 女の子 

 両親・弟 

 市街地部に住む 
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  (2)  買物 

■ モデル：小林さんの場合  ■ モデル：高橋さんの場合  

 

＜これまで＞ 

まちなかで買 物 やお酒 を楽

しみたいけれど，鉄道 駅から

は少 し離 れているので気 軽

に遊びに行けない… 

＜2030 年代前半＞ 

駅 西 側 にもライトラインが延

伸 され，モビリティハブや交

通 案 内 も整 って いる の で，

仕 事 終 わりでも時 間 を気 に

せず，ふらっとまちなかに遊

びに行 けて，日 々の生 活 が

充実！ 

 

 

＜これまで＞ 

一 人 では移 動 手 段 が限 ら

れ，友達からの外出 の誘い

も断ってばかり… 

＜2030 年代前半＞ 

公 共 交 通 は車 いすでも使

いやすいし，トランジットセ

ンターでは休 憩 したり， ラ

イトラインとバスの乗 り換

え も ス ム ー ズ に 出 来 る の

で，家 族 に送 迎 を頼 まなく

て も 友 達 と 遊 び に 行 け る

ようになった！ 

 

■ 買物の将来イメージ 

 

 

※上記将来のイメージ図は道路空間や停留所などの検討状況を示すものではありません。 

安全・安心な歩行空間や

自転車走行空間の整備 

駐車場は街の周縁

部に適正配置 

市 街 地 部 に

お け る 生 活

交通の確保 

次世代モビリティ等の導入 

交通DXの活用

（電子案内板） 

ライトラインの 

駅西側整備 

 25 歳 女性 

 単身 

 JR 宇都宮駅 

周辺に住む 

 16 歳 女性 

 祖父母・両親・兄 

 郊外部に住む 



第
６
章 

 

戦
略
的
な
施
策
・事
業 

 

114 
 

  (3)  通院・外食 

■ モデル：石川さんの場合  

 

＜これまで＞ 

年 々あちこちが痛くなる一方，都心に住 む息 子家族 からの勧 めで運転 免許 を

返納したことで，家を出るのが億劫になり，通院も滞りがちに… 

＜2030 年代前半＞ 

地 域 内 交 通 は簡 単 に予 約 できるし，バスとの乗 り継 ぎも便 利 になったので，

通 院後には，都心 部に住 む友 人 との食事に寄り道したり，孫 へのプレゼントを

買ったり，外出が充実！ 

 

■ 通院・外食の将来イメージ 

 

 

通院後，バスでまちなかへ移動 

 70 歳 男性 

 単身 

 郊外部に住む 
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  (4)  余暇 

■ モデル：ジェームスさんの場合  ■ モデル：田中さんの場合  

 

＜これまで＞ 

以前，宇都宮市を訪問した

時は，観光施設にも行って

みたかったけど，言葉の不

安もあったので行けず，宇

都宮駅周辺で餃子を食べた

思い出しかない… 

＜2030 年代前半＞ 

楽しそうなイベントをやって

いるという情報を見て，行

ってみたら外国人にも優し

い案内表示，周遊拠点施設

からの移動もしやすくて大

満足！また遊びに行きた

い！ 

 

 

＜これまで＞ 

子 どもが高 校 生 になり，自

分 の 時 間 が 出 来 た の で ，

大 谷 エ リ ア で 景 観 や 歴 史

を楽 しみたいけれど，混 雑

した駐 車 場 や人 通 りの多

い場所での運転が不安… 

＜2030 年代前半 

公 共 交 通 とグリーンスロー

モビリティの移動 で大 谷 の

景 観 を 満 喫 ！ ラ ン チ で お

酒 も飲 めるので，次 は友 人

と訪れたい！ 

 

■ 余暇の将来イメージ 

 

  

企画乗車券で北西部 

エリアを 1 日満喫♪ 

公共交通の 

案内サインの充実 

ママ友と 

ランチ♪ 

 40 歳 男性 

 妻と子供 3 人 

 アメリカに住む 

 45 歳 女性 

 子供 2 人 

 郊外部に住む 
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 6.4  目標 指 標  

  (1)  目標指標の設定 

「都市交通戦略」を実現するための目標とする交通環境を目指すため指標を選定し，今

後，実施する施策・事業の進捗や効果を確認するため，数値目標を設定します。 

 

  (2)  目標年次 

数値目標における目標年次は，計画期間の終期である令和１０年度とします。ただし，他

の行政計画等との関係性や目標値の性質上，将来見通しの制度を担保できないものは，そ

れ以前の年次の目標を設定します。 

 

  (3)  目標指標設定の考え方 

本計画の最終的な目標は「市民の幸福度向上（Well-being）」であることを踏まえ，施

策事業の実施により政策分野それぞれの視点から市民の幸福度向上にどのように貢献し

得るか，という視点から計画の評価を行います。 

■ 目標指標設定の考え方  

 

都市空間
・交通

子育て・
教育・学習

健康・
福祉・医療

安心・
協働・共生

魅力・
交流・文化

産業・環境

• 地域産業の創造性・
発展性の向上

• 環境負荷の低減 等

• 観光・交流の創出 等

• 日常生活の安心感の
向上

• 共生社会の形成 等

• 健康づくりの推進
• 高齢者・障害のある人

の暮らしやすさの充
実 等

• 子どもや若者の健や
かな育成 等

• 持続可能な交通手段の
提供

• 暮らしやすく魅力のある
都市空間の形成 等

計画の最終目標：市民の幸福度向上（Well-being）
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■ 施策・事業の実施から効果発現までのプロセス 
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  (4)  指標選定の考え方 

施策・事業の実施から効果発現までのプロセスに基づき，取組みテーマに関連する指標

を設定しました。 

 

取 組 みテーマ  
数 値 指 標  

（黒 枠 ：産 出 指 標 ／青 枠 ：成 果 指 標 ） 
 現 況 値   目 標 値 （令 和 10 年 ） 

      

多 様 な都 市 活

動 ・市 民 生 活 を

支 える交 通 ネット

ワークの実 現  

 公 共 交 通 夜 間 人 口 カバー率   92.5%  100% 
   81   

 幹 線 道 路 の整 備 率   81.2%  83.8%(令 和 ９年 ) 
      

自 転 車 走 行 空 間 の整 備 延 長   73.1km  108.9km(令 和 10 年 ) 
      

 都 心 部 と各 拠 点 間 の公 共 交 通 による移 動 時 間   平 均 40 分   
平 均 40 分  

現 況 値 を維 持  
      

 宇 都 宮 市 内 移 動 にあたっての運 賃 負 担 額   
街 なかまで片 道  

最 大 500 円 以 下  
 

どこから乗 っても 

どこまで行 っても実 質  

片 道 最 大 500 円 以 下  
      

 交 通 IC カードによる運 賃 支 払 いの割 合   8７.0%  90%以 上  
      

 公 共 交 通 の年 間 利 用 者 数   2,788 万 人 （令 和 ４年 ）  3,400 万 人  
      

 交 通 に対 する市 民 満 足 度 （公 共 交 通 ネットワーク）  36.4%  38.4% 
      

 交 通 に対 する市 民 満 足 度 （道 路 ネットワーク）  34.4%  52.4% 
      

 交 通 に対 する市 民 満 足 度 （自 転 車 のまち）  30.7%  39.9% 
            

次 世 代 を担 う 

子 どもや子 育 て 

世 代 に寄 り添 った

移 動 環 境 の実 現  

 ファミリーサポートセンター延 べ利 用 人 数   
14,706 件  

(令 和 4 年 ) 
 

18,206 件  

（令 和 6 年 ) 

       

市 民 一 人 一 人 の

健 康 づくりを 

支 える移 動 環 境

の実 現  

 人 にやさしいバスの導 入 台 数   67.1%  77.6% 
      

 ほぼ毎 日 外 出 している高 齢 者 の割 合   31.7%(令 和 4 年 )  37.4%(令 和 9 年 ) 
      

 健 康 寿 命 の延 伸   
男 性 80.01 歳  

女 性 84.15 歳  
 

平 均 寿 命 の増 加 分 を 

上 回 る 
       

みんなの協 力 の

もとで安 心 して

外 出 ができる 

移 動 環 境 の実 現  

 交 通 安 全 教 室 受 講 者 数   63,512 人 (令 和 4 年 )  65,000 人 (令 和 9 年 ) 
      

 交 通 事 故 発 生 件 数   1,238 件 （令 和 4 年 ）  930 件 以 下 （令 和 9 年 ） 
      

 まちづくり活 動 に参 加 している市 民 の割 合   23.8%(令 和 ４年 )  35.0%(令 和 9 年 ) 
       

地 域 資 源 や文 化 を つ な

ぎ ，多 様 な 人 々の 交 流 を

促 進 す る 移 動 環 境 の実 現  

 

観 光 入 込 客 数  

 

1,271 万 人  

 

1,500 万 人  

（令 和 9 年 ） 
   

       

環 境 にやさしく，働

きやすい社 会 を支 え

る移 動 環 境 の実 現  

 電 気 バス・タクシーの導 入 台 数   8 台   182 台  
      

 エコ通 勤 優 良 事 業 所 認 証 数   64 社   100 社  

※後期計画で新たに設定した指標は黄色網掛け 
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第7章  推進体制と進行管理 

目指す将来像を実現するため，都市交通戦略を推進するにあたっては，ＰＤＣＡサイクル

の考え方に基づき，施策・事業の成果を確認するなど，定期的に計画の進行状況を確認す

るとともに，データの検証などにより目標達成状況を確認しながら，必要に応じて随時，計

画や目標の見直しを行っていくこととします。 

そのため，市民，事業者，交通事業者，行政が協働して施策・事業を推進するとともに，

都市交通戦略を進行管理する組織を設置します。また，「宇都宮市みんなでつなげる公共

交通基本条例（令和 5 年 3 月制定）」を踏まえ，地域社会全体で公共交通を使い・支える

ことが将来 にわたって持続可能な都市の形成に不可欠 であると認識のもと，各主体が連

携・協働して各施策事業を推進します。 

 

■ 計画の推進方法  
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■ 推進体制  

 

  



 

 
 

宇都 宮 市総 合 政策 部交 通 政策 課  

〒320－8540 栃木 県宇 都 宮 市旭 １丁 目 １－５ 

TEL：028－632－2134/FAX：028－632－5426 

E-mail：u2015@city.utsunomiya.tochigi.jp 
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